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一
九
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
支
配
と
商
業
移
住
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

│
│
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ー
ノ
」
ミ
ゲ
ル
・
ビ
ア
ダ
を
通
し
て
│
│

八

嶋

由
香
利

は
じ
め
に

一
九
世
紀
初
頭
、
ス
ペ
イ
ン
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ス
（
ス
ペ
イ
ン
領

ア
メ
リ
カ
）
の
広
大
な
地
域
を
独
立
で
失
い
、
キ
ュ
ー
バ
、
プ
エ

ル
ト
・
リ
コ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
い
う
諸
島
の
み
が
残
さ
れ
た
。
一

九
世
紀
は
ス
ペ
イ
ン
が
不
十
分
な
が
ら
も
近
代
的
国
民
国
家
を
め

ざ
し
た
歩
み
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、
同
時
に
お
互
い
遠
く
隔
た

っ
た
植
民
地
を
抱
え
る
「
帝
国
」
で
あ
り
続
け
た
側
面
も
看
過
で

き
な
い
。
法
の
下
に
平
等
な
均
質
的
な
国
民
か
ら
な
る
国
民
国
家

の
建
設
と
多
様
な
人
種
・
社
会
集
団
を
包
摂
す
る
複
雑
な
帝
国
シ

ス
テ
ム
の
維
持
は
、
そ
れ
自
体
矛
盾
す
る
困
難
な
課
題
で
あ
り
、

一
八
九
八
年
に
こ
れ
ら
植
民
地
を
失
う
ま
で
ス
ペ
イ
ン
を
悩
ま
せ

る
こ
と
に
な
る
。

と
に
も
か
く
に
も
、
ス
ペ
イ
ン
は
か
つ
て
帝
国
の
周
縁
に
す
ぎ

な
か
っ
た
カ
リ
ブ
の
島
々
を
足
場
に
帝
国
再
編
を
試
み
る
こ
と
に

な
る
の
だ
が
、
そ
の
中
心
は
砂
糖
産
業
の
成
長
が
著
し
い
キ
ュ
ー

バ
で
あ
っ
た
。
本
国
と
こ
れ
ら
三
つ
の
植
民
地
と
の
関
係
を
分
析

し
た
Ｊ
・
Ｍ
・
フ
ラ
デ
ー
ラJosep

M
aria

Fradera

に
よ
る
と
、

一
九
世
紀
は
大
き
く
三
つ
の
時
期
に
区
分
で
き
る
（
1
）
。
ま
ず
、
さ
ま

ざ
ま
な
矛
盾
や
対
立
を
は
ら
み
な
が
ら
も
植
民
地
シ
ス
テ
ム
が
構

築
さ
れ
て
い
く
時
期
（
一
八
三
〇
年
代
）、
第
二
に
シ
ス
テ
ム
の

安
定
期
（
一
八
四
〇
〜
五
〇
年
代
）、
最
後
に
シ
ス
テ
ム
が
動
揺

し
崩
壊
に
至
る
時
期
（
一
八
六
〇
年
〜
米
西
戦
争
）
で
あ
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
最
初
の
時
期
に
あ
た
る
一
八
三
〇
年
代
、

独
自
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
駆
使
し
て
大
西
洋
を
行
き
来
す
る
商
業

移
住
者
た
ち
が
、
植
民
地
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
ど
の
よ
う
な
関
わ

り
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
（
2
）
。
そ
れ
は
、

今
ま
で
の
植
民
地
史
の
分
析
が
、
こ
の
三
つ
の
時
代
区
分
の
最
後
、

一
九
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
支
配
と
商
業
移
住
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

九
三
（
六
二
五
）



つ
ま
り
一
八
六
八
年
の
「
九
月
革
命
」
か
ら
キ
ュ
ー
バ
独
立
戦
争

を
経
て
米
西
戦
争
（
一
八
九
八
年
）
へ
至
る
、
シ
ス
テ
ム
の
動
揺

と
崩
壊
過
程
に
集
中
し
て
お
り
、
世
紀
前
半
の
帝
国
再
編
の
初
期

に
つ
い
て
は
、
概
説
的
な
研
究
は
あ
る
も
の
の
、
ま
だ
不
明
な
部

分
が
か
な
り
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
一
九
八
〇

年
代
か
ら
盛
ん
に
な
っ
た
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
移
民
研
究
で
、
移

住
者
と
植
民
地
支
配
と
の
関
係
を
問
う
と
い
う
視
点
が
不
十
分
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
確
か
に
カ
リ
ブ
海
域
へ
の
移
住
に
つ

い
て
、
そ
の
時
期
や
規
模
、
移
住
の
方
法
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
移

住
者
の
性
格
な
ど
の
詳
細
が
、
地
域
史
や
経
済
史
、
社
会
史
、
家

族
史
と
い
っ
た
様
々
な
角
度
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
（
3
）
。
ま
た
、

近
年
は
帰
国
者retornado

が
ア
メ
リ
カ
か
ら
持
ち
帰
っ
た
資
金
、

思
想
や
生
活
ス
タ
イ
ル
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
地

域
社
会
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
も
研
究
が
進
ん
で
い
る
（
4
）
。

し
か
し
、
移
住
先
が
キ
ュ
ー
バ
や
プ
エ
ル
ト
・
リ
コ
の
よ
う
に

ス
ペ
イ
ン
の
海
外
領
土
で
あ
る
場
合
、
移
住
者
は
必
ず
し
も
経
済

活
動
に
専
従
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
意
識
す
る
し
な
い
に
か

か
わ
ら
ず
、
植
民
地
支
配
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
、
様
々
な

役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
キ
ュ
ー
バ

に
上
陸
し
た
本
国
か
ら
の
若
者
は
、
ク
リ
オ
ー
リ
ョcriollo

（
キ

ュ
ー
バ
生
ま
れ
の
ス
ペ
イ
ン
人
）
に
対
し
、
島
を
「
ス
ペ
イ
ン

化
」
す
る
存
在
と
み
な
さ
れ
た
。
ま
た
彼
ら
の
よ
う
な
白
系
移
民

に
は
、
黒
人
奴
隷
の
人
口
増
加
を
抑
制
し
、
キ
ュ
ー
バ
を
「
白
人

化
」
す
る
と
い
う
人
種
政
策
上
の
意
味
も
与
え
ら
れ
た
。
本
国
か

ら
の
移
住
者
は
ペ
ニ
ン
ス
ラ
ー
ルpeninsular

と
呼
ば
れ
た
が
、

彼
ら
は
単
な
る
労
働
力
で
は
な
く
、
植
民
地
政
策
上
極
め
て
政
治

性
を
帯
び
た
存
在
で
あ
り
、
ス
ペ
イ
ン
が
帝
国
の
立
て
直
し
を
進

め
、
植
民
地
支
配
を
維
持
す
る
上
で
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
の
一
つ

で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
移
住
者
を
よ
り
広
域
の
植
民
地

シ
ス
テ
ム
の
中
で
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
Ｊ
・
マ
ル
ケ

ー
・
ダ
・
モ
タ
スJordiM

aluquer
de

M
otes

や
フ
ラ
デ
ー
ラ

ら
の
論
文
が
あ
る
も
の
の
（
5
）
、
十
分
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。

以
上
の
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
で
は
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
商
業

移
住
者
ミ
ゲ
ル
・
ビ
ア
ダ
・
イ
・
ブ
ニ
ョ
ルM

iguelB
iada

y

B
uñol

（
一
七
八
九
〜
一
八
四
八
）
と
彼
を
取
り
巻
く
移
住
者
仲

間
を
取
り
上
げ
、
植
民
地
支
配
の
構
築
と
そ
の
維
持
に
彼
ら
が
ど

の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の
か
を
具
体
的
に
分
析
す
る
（
6
）
。
キ
ュ
ー
バ
の

砂
糖
生
産
や
そ
れ
を
支
え
る
奴
隷
の
取
引
な
ど
か
ら
生
み
出
さ
れ

る
富
は
、「
ア
メ
リ
カ
で
成
功
す
るhacer

las
A
m
éricas

」
こ

と
を
夢
見
る
若
者
を
ひ
き
つ
け
た
が
、
カ
ナ
リ
ア
諸
島
出
身
者
を

除
け
ば
、
当
時
の
移
住
者
の
多
く
が
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
人
で
占
め
ら

れ
て
い
た
（
7
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
植
民
地
再
編
の
初
期
に
あ
た
る
一
八
三

史

学

第
八
一
巻

第
四
号

九
四
（
六
二
六
）



〇
〜
四
〇
年
代
、
彼
ら
は
キ
ュ
ー
バ
社
会
に
お
い
て
大
き
な
影
響

力
を
も
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ー
ノindi-

ano
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
ー
ノam

ericano

と
よ
ば
れ
る
成
功
移

民
は
、
植
民
地
で
形
成
し
た
資
本
を
本
国
に
持
ち
帰
り
、
ビ
ル
や

工
場
、
運
河
や
橋
な
ど
の
建
設
に
投
入
し
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
工

業
化
や
都
市
化
に
貢
献
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
ミ
ゲ
ル
・
ビ
ア
ダ
も
、
こ
う
し
た
イ
ン
デ

ィ
ア
ー
ノ
の
一
人
で
あ
る
。
彼
は
キ
ュ
ー
バ
か
ら
持
ち
帰
っ
た
資

本
を
鉄
道
建
設
に
つ
ぎ
込
み
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
と
自
分
の
故
郷
マ
タ

ロ
ー
間
に
ス
ペ
イ
ン
で
最
初
の
鉄
道
を
開
通
さ
せ
た
。
そ
れ
ゆ
え

近
代
化
と
の
関
係
で
そ
の
鉄
道
事
業
が
分
析
の
対
象
と
な
っ
て
も
、

彼
の
人
生
の
半
分
を
占
め
る
ア
メ
リ
カ
で
の
植
民
地
経
験
が
研
究

対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
（
8
）。
そ
こ
で
本
稿
は
、
彼
の
ア
メ
リ
カ
で
の
経
験
を
中
心
に
、
①

ビ
ア
ダ
の
最
初
の
移
住
先
マ
ラ
カ
イ
ボ
で
の
独
立
戦
争
、
②
第
二

の
移
住
先
キ
ュ
ー
バ
で
の
植
民
地
統
治
、
③
キ
ュ
ー
バ
の
奴
隷
制

廃
止
を
め
ぐ
る
イ
ギ
リ
ス
と
の
外
交
危
機
と
い
う
三
つ
の
異
な
る

局
面
を
と
り
あ
げ
、
一
人
の
商
業
移
住
者
が
大
西
洋
の
両
岸
に
お

い
て
、
植
民
地
帝
国
の
防
衛
、
再
編
、
そ
し
て
そ
の
秩
序
維
持
の

た
め
に
、
い
か
に
多
面
的
な
役
割
を
果
た
し
た
か
を
明
ら
か
に
し

て
い
き
た
い
。

本
稿
で
使
用
す
る
主
な
史
料
は
、
マ
タ
ロ
ー
市
に
あ
る
郡
（
コ

マ
ル
カ
）
史
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
公
文
書
類
、
カ
タ
ル
ー
ニ

ャ
図
書
館
所
蔵
の
商
業
評
議
会
文
書
、
そ
し
て
マ
ド
リ
ー
ド
国
立

史
料
館
に
あ
る
外
交
文
書
類
で
あ
る
。
当
時
の
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
人

の
表
記
に
つ
い
て
は
、
史
料
の
多
く
が
ス
ペ
イ
ン
語
で
書
か
れ
て

い
る
の
で
、
本
稿
で
も
そ
れ
に
準
じ
る
。
た
だ
、
地
名
や
現
在
の

人
名
な
ど
は
、
原
則
と
し
て
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
表
記
に
す
る
。
な

お
、
引
用
文
内
の
﹇

﹈
は
著
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

一
�
ビ
ア
ダ
と
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
独
立
戦
争

（
一
）
地
中
海
か
ら
カ
リ
ブ
海
へ

ミ
ゲ
ル
・
ビ
ア
ダ
・
イ
・
ブ
ニ
ョ
ル
は
一
七
八
九
年
、
地
中
海

沿
岸
の
港
町
マ
タ
ロ
ー
に
生
ま
れ
た
。
父
は
左
官
、
母
は
樽
職
人

の
家
系
で
、
彼
は
一
三
人
兄
弟
の
末
子
で
あ
っ
た
。
ミ
ゲ
ル
の
長

兄
は
家
業
を
継
い
だ
が
、
他
の
兄
弟
は
船
舶
の
操
舵
手
の
資
格
を

取
り
、
ア
メ
リ
カ
交
易
に
参
入
し
た
。
ミ
ゲ
ル
も
初
等
教
育
を
終

え
る
と
、
ア
レ
ニ
ス
・
ダ
・
マ
ル
航
海
学
校
に
入
学
し
て
操
舵
手

の
資
格
を
取
り
、
一
八
〇
八
年
兄
た
ち
の
後
を
追
っ
て
一
九
歳
で

マ
ラ
カ
イ
ボ
（
現
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
）
へ
移
住
す
る
。
一
八
世
紀
後
半

以
降
、
ブ
ル
ボ
ン
王
権
が
進
め
た
ア
メ
リ
カ
交
易
の
自
由
化co-

m
ercio

libre
に
よ
っ
て
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
で
は
ア
メ
リ
カ
と
の

一
九
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
支
配
と
商
業
移
住
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

九
五
（
六
二
七
）



交
易
量
が
増
大
し
、
拡
大
す
る
商
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
て
、

地
中
海
沿
岸
の
港
町
か
ら
カ
リ
ブ
海
域
へ
の
移
住
が
増
大
し
て
い

っ
た
。
ビ
ア
ダ
家
兄
弟
の
マ
ラ
カ
イ
ボ
移
住
も
こ
う
し
た
流
れ
の

中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

マ
ラ
カ
イ
ボ
は
カ
リ
ブ
海
交
易
の
中
心
の
一
つ
で
あ
る
。
一
七

八
九
年
、
ブ
ル
ボ
ン
改
革
に
よ
っ
て
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
総
督
領
と
ヌ
エ

バ
・
エ
ス
パ
ー
ニ
ャ
の
間
で
交
易
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
と
、
マ

ラ
カ
イ
ボ
と
ベ
ラ
ク
ル
ス
間
で
銀
や
カ
カ
オ
の
取
引
が
盛
ん
と
な

っ
た
。
そ
れ
を
支
配
し
て
い
た
の
が
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
や
バ
ス
ク
な

ど
の
本
国
出
身
商
人
で
、
マ
ラ
カ
イ
ボ
の
地
元
エ
リ
ー
ト
層
と
結

び
つ
き
、
大
き
な
影
響
力
を
保
持
し
て
い
た
（
9
）
。
ビ
ア
ダ
は
こ
こ
で

親
族
と
商
店
を
開
設
す
る
と
、
自
ら
船
長
と
し
て
小
型
帆
船
を
操

り
な
が
ら
、
カ
カ
オ
や
染
料
、
砂
糖
、
蒸
留
酒
な
ど
を
商
っ
た
。

ビ
ア
ダ
が
生
ま
れ
た
一
七
八
九
年
は
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
奴
隷
貿

易
が
自
由
化
さ
れ
た
年
で
、
そ
れ
ま
で
取
引
を
支
配
し
て
き
た
英

仏
な
ど
外
国
人
商
人
に
ス
ペ
イ
ン
人
が
と
っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
て

い
た
。
ビ
ア
ダ
も
一
八
一
四
年
か
ら
一
八
二
〇
年
の
間
に
少
な
く

と
も
三
八
人
の
奴
隷
を
売
買
し
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
（
10
）
。

（
二
）
ビ
ア
ダ
と
帝
国
の
防
衛

ミ
ゲ
ル
・
ビ
ア
ダ
が
マ
ラ
カ
イ
ボ
に
渡
っ
た
一
八
〇
八
年
は
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
が
ス
ペ
イ
ン
に
侵
攻
し
た
年
で
あ
る
。
王
権
の
空

白
と
そ
れ
に
続
く
ス
ペ
イ
ン
民
衆
の
蜂
起
、
独
立
戦
争
勃
発
と
い

う
体
制
変
化
の
波
は
、
大
西
洋
を
越
え
て
イ
ン
デ
ィ
ア
ス
に
も
波

及
し
、
各
地
で
本
国
か
ら
の
独
立
へ
向
け
た
動
き
が
加
速
し
た
。

ベ
ネ
ズ
エ
ラ
総
督
領
で
も
独
立
を
め
ざ
す
共
和
派
と
ス
ペ
イ
ン
統

治
を
堅
持
し
よ
う
と
す
る
王
党
派
と
の
間
で
激
し
い
攻
防
が
繰
り

広
げ
ら
れ
、
そ
の
行
方
は
ミ
ゲ
ル
・
ビ
ア
ダ
の
人
生
を
大
き
く
変

え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
商
業
活
動
の
か
た
わ
ら
、
彼
が
こ

の
戦
争
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の
か
を
、
甥
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ビ

ア
ダA

ntonio
V
iada

と
知
人
た
ち
の
証
言
か
ら
読
み
取
っ
て
み

た
い
（
11
）
。
こ
れ
ら
の
証
言
は
、
ビ
ア
ダ
が
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
で
の
独
立
戦

争
で
被
っ
た
損
害
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
に
、
戦
後
ス
ペ
イ
ン
政

府
か
ら
補
償
を
引
き
出
そ
う
と
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

証
言
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
ビ
ア
ダ
が
王
党
派
の
側

に
立
ち
、
軍
需
品
や
資
金
の
運
搬
と
い
っ
た
後
方
支
援
に
積
極
的

に
携
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、
商
人
や
船
乗
り
が
操
舵
術
の

腕
を
買
わ
れ
て
戦
争
に
駆
り
出
さ
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
か
っ
た
（
12
）
。

ビ
ア
ダ
も
一
八
一
〇
年
の
港
町
コ
ロ
の
戦
い
（
13
）
で
、
マ
ラ
カ
イ
ボ
か

ら
軍
需
品
や
資
金
を
自
分
の
船
で
運
搬
し
て
い
る
。
コ
ロ
は
マ
ラ

カ
イ
ボ
と
共
に
王
党
派
の
拠
点
の
一
つ
で
、
翌
年
、
カ
ラ
カ
ス
を

中
心
と
す
る
他
の
地
域
が
ス
ペ
イ
ン
か
ら
の
独
立
宣
言
を
行
っ
た

史
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と
き
、
こ
れ
に
反
対
し
て
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
県
か
ら
離
脱
し
た
。
ビ
ア

ダ
の
航
跡
は
プ
エ
ル
ト
・
リ
コ
や
ジ
ャ
マ
イ
カ
な
ど
ベ
ネ
ズ
エ
ラ

の
外
に
も
及
ん
だ
。
ヌ
エ
バ
・
グ
ラ
ナ
ダ
副
王
の
命
で
赴
い
た
ジ

ャ
マ
イ
カ
で
は
、
こ
の
島
の
ス
ペ
イ
ン
人
や
イ
ギ
リ
ス
人
か
ら
一

万
四
千
〜
五
千
ペ
ソ
分
の
物
資
を
か
き
集
め
、
そ
れ
を
リ
オ
・

デ
・
ア
チ
ャ
（
現
コ
ロ
ン
ビ
ア
）
へ
運
ん
で
い
る
（
14
）
。
彼
は
商
取
引

で
何
度
も
ジ
ャ
マ
イ
カ
を
訪
れ
て
い
る
の
で
、
自
分
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
利
用
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
軍
の
窮
状
を
救
お
う
と
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

彼
が
運
ん
だ
の
は
物
資
だ
け
で
は
な
い
。
一
八
二
〇
年
、
ス
ペ

イ
ン
政
府
と
独
立
派
と
の
間
で
サ
ン
タ
・
ア
ナ
・
デ
・
ト
ル
ヒ
ー

リ
ョ
の
和
平
協
定
が
結
ば
れ
た
。
協
定
は
こ
の
地
域
で
の
戦
争
を

終
結
さ
せ
、
翌
年
シ
モ
ン
・
ボ
リ
ー
バ
ル
に
よ
る
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
解

放
を
も
た
ら
し
た
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
協
定
成
立
の
知
ら
せ
を

も
っ
た
使
者
を
ト
ル
ヒ
ー
リ
ョ
か
ら
ヌ
エ
バ
・
グ
ラ
ナ
ダ
領
各
地

（
リ
オ
・
デ
・
ア
チ
ャ
、
サ
ン
タ
マ
ル
タ
、
カ
ル
タ
ヘ
ナ
）
へ
運

ん
だ
の
が
ビ
ア
ダ
で
あ
っ
た
。

第
二
は
、
ビ
ア
ダ
が
マ
ラ
カ
イ
ボ
の
民
兵
隊
「
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド

七
世
義
勇
兵
隊C

uerpo
V
oluntarios

de
Fernando

V
II

」
に

参
加
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
義
勇
兵
隊
の
ル
ー
ツ
は
、
ナ
ポ
レ

オ
ン
に
王
位
を
簒
奪
さ
れ
た
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
が
、
一
八
〇
八
年
五

月
七
日
、
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
か
ら
「
家
族
、
家
庭
そ
し
て
名
誉
を
守
る

た
め
に
﹇
フ
ラ
ン
ス
軍
に
対
し
て
﹈
武
器
を
と
れ
」
と
ス
ペ
イ
ン

人
に
呼
び
か
け
た
こ
と
に
さ
か
の
ぼ
る
。
最
初
は
地
域
住
民
の
自

発
的
な
準
軍
組
織
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
各
地
で
つ
く
ら
れ
、
そ
れ
を

模
倣
し
て
ア
メ
リ
カ
各
地
で
も
結
成
さ
れ
た
（
15
）
。
当
初
の
設
立
目
的

は
外
国
の
侵
入
か
ら
帝
国
領
土
を
守
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

後
イ
ン
デ
ィ
ア
ス
各
地
で
本
国
か
ら
の
離
反
の
動
き
が
起
こ
る
と
、

今
度
は
そ
の
鎮
圧
が
主
な
任
務
と
な
っ
た
。

マ
ラ
カ
イ
ボ
は
中
央
カ
ラ
カ
ス
へ
の
警
戒
心
や
対
抗
意
識
が
強

く
、
商
業
も
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
や
バ
ス
ク
な
ど
本
国
商
人
の
利
害
と

強
く
結
び
つ
い
て
い
た
た
め
、
カ
ラ
カ
ス
を
中
心
と
す
る
独
立
の

動
き
に
は
す
ぐ
に
賛
同
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
独
立
を
め
ざ
す

少
数
派
も
存
在
し
、
一
八
一
〇
〜
一
二
年
の
間
に
王
党
派
の
支
配

を
か
く
乱
す
る
た
め
の
蜂
起
が
何
度
か
試
み
ら
れ
た
。
こ
う
し
た

動
き
を
阻
止
す
る
た
め
に
義
勇
兵
隊
が
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
ビ
ア
ダ
の
証
人
の
一
人
ホ
セ
・
シ
モ
ン
・
バ
ラ
ル
トJosé

Sim
ón

B
aralt （

16
）
は
、
一
八
二
〇
年
ま
で
そ
の
司
令
官
を
務
め
て
い

た
。
一
八
一
二
年
二
月
一
四
日
に
発
生
し
た
蜂
起
で
は
、
町
の
外

に
待
機
す
る
独
立
派
部
隊
の
侵
入
を
可
能
に
す
る
た
め
、
放
火
を

合
図
に
工
兵
隊
な
ど
の
軍
事
施
設
の
占
拠
が
試
み
ら
れ
た
。
証
言

に
よ
る
と
、
ビ
ア
ダ
た
ち
義
勇
兵
は
「﹇
マ
ラ
カ
イ
ボ
県
﹈
政
府

一
九
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
支
配
と
商
業
移
住
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

九
七
（
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の
信
頼
に
応
え
、
最
も
重
大
な
時
に
日
夜
武
器
を
手
に
し
て
働
い

た
（
17
）」。
放
火
は
一
〇
日
間
程
度
町
の
あ
ち
こ
ち
で
繰
り
返
さ
れ
た

が
、
や
が
て
沈
静
化
し
た
。

義
勇
兵
隊
の
中
心
を
担
っ
た
の
は
、
ビ
ア
ダ
の
よ
う
な
本
国
出

身
の
商
人
や
職
人
た
ち
移
住
者
で
あ
っ
た
。
武
器
は
別
と
し
て
も
、

制
服
や
そ
の
他
必
需
品
は
隊
員
の
自
費
で
賄
わ
れ
、
ま
っ
た
く
の

無
給
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
裕
福
な
商
人
た
ち
は
、
資
金
の
貸
付
や

寄
付
と
い
う
形
で
戦
費
を
肩
代
わ
り
し
、
窮
乏
す
る
本
国
政
府
を

支
え
た
。
ビ
ア
ダ
は
「
最
も
は
や
く
快
く
政
府
へ
資
金
援
助
を
提

供
し
た
人
の
一
人
（
18
）
」
で
あ
っ
た
。
王
党
派
が
独
立
派
と
和
平
協
定

を
締
結
す
る
ま
で
、
彼
は
民
兵
隊
の
指
揮
官
と
し
て
マ
ラ
カ
イ
ボ

防
衛
に
当
た
っ
た
。

し
か
し
、
事
態
は
急
変
す
る
。
彼
が
和
平
協
定
の
使
者
た
ち
を

送
り
終
え
て
マ
ラ
カ
イ
ボ
に
戻
っ
て
く
る
と
、
す
で
に
こ
の
町
は

王
党
派
か
ら
独
立
派
支
持
に
立
場
を
変
え
て
い
た
。
そ
の
結
果
、

ビ
ア
ダ
は
自
分
の
家
や
商
売
な
ど
一
三
年
間
の
移
住
生
活
で
築
き

上
げ
た
全
て
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。
破
産
し
た
彼
は
カ
タ
ル
ー
ニ

ャ
に
帰
国
す
る
。

以
上
、
マ
ラ
カ
イ
ボ
時
代
の
ビ
ア
ダ
は
、
商
人
で
あ
り
な
が
ら
、

王
党
派
と
し
て
独
立
戦
争
に
積
極
的
に
関
わ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
証

言
は
、
ス
ペ
イ
ン
政
府
か
ら
補
償
を
引
き
出
す
た
め
に
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
彼
が
王
室
へ
の
忠
誠
心
に
あ
ふ
れ
た
愛

国
的
な
人
物
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
点
を

割
り
引
い
て
考
慮
し
て
も
、
彼
が
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
に
お
け
る
帝
国
防

衛
に
、
自
ら
の
意
志
で
関
わ
り
行
動
し
た
エ
ス
パ
ニ
ョ
リ
ス
タ

（
ス
ペ
イ
ン
帝
国
の
植
民
地
支
配
を
堅
持
し
よ
う
と
す
る
者
）
で

あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
19
）
。
彼
は
こ
の
時
の
功
績
が
認
め
ら

れ
、
一
八
三
八
年
イ
サ
ベ
ル
二
世
か
ら
「
イ
サ
ベ
ル
・
ラ
・
カ
ト

リ
カ
・
ア
メ
リ
カ
勲
章
」
を
授
与
さ
れ
た
（
20
）
。

二
�
ビ
ア
ダ
と
キ
ュ
ー
バ
の
植
民
地
支
配

マ
ラ
カ
イ
ボ
で
の
敗
戦
に
よ
っ
て
一
旦
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
に
戻
っ

た
ビ
ア
ダ
で
あ
っ
た
が
、
新
た
な
移
住
先
を
目
指
し
て
一
八
二
一

年
再
び
大
西
洋
を
渡
る
。
今
度
の
目
的
地
は
キ
ュ
ー
バ
の
ハ
バ
ナ

で
あ
っ
た
。
こ
の
島
で
は
砂
糖
産
業
の
成
長
と
と
も
に
輸
出
入
も

拡
大
し
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
か
ら
の
商
業
移
住
者
が
増
加
中
で
あ
っ

た
。
一
八
四
〇
年
代
、
キ
ュ
ー
バ
全
体
で
お
よ
そ
一
五
〇
〇
〇
人

の
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
人
が
い
た
と
さ
れ
る
（
21
）
。
ビ
ア
ダ
は
ハ
バ
ナ
の
中

心
街
、
総
督
府
の
あ
る
ア
ル
マ
ス
広
場
や
ロ
ン
ハ
（
商
品
取
引

所
）
の
す
ぐ
近
く
に
「
ビ
ア
ダ
商
会
」
を
構
え
、
タ
バ
コ
、
コ
ー

ヒ
ー
、
砂
糖
、
雑
貨
類
を
扱
う
他
、
為
替
業
務
も
行
っ
た
。
ハ
バ

ナ
で
は
彼
の
甥
オ
ノ
フ
レ
・
ビ
ア
ダO

nofre
V
iada

を
は
じ
め

史
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親
族
一
〇
人
が
働
き
、
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
ク
ー
バ
や
マ
タ
ン

サ
ス
の
支
店
も
親
族
が
経
営
し
て
い
た
（
22
）
。
取
引
先
は
キ
ュ
ー
バ
以

外
に
も
ア
メ
リ
カ
、
ス
ペ
イ
ン
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
地
に
及
ん
だ
。

こ
こ
で
は
、
ビ
ア
ダ
と
島
の
統
治
責
任
者
で
あ
る
総
督
と
の
結

び
つ
き
、
ま
た
民
兵
隊
へ
の
参
加
と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
、
商

業
移
住
者
が
帝
国
再
編
の
初
期
過
程
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ

て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。

（
一
）
タ
コ
ン
総
督
と
本
国
商
人

絶
対
主
義
の
時
代
、
キ
ュ
ー
バ
は
ヌ
エ
バ
・
エ
ス
パ
ー
ニ
ャ
副

王
領
の
管
轄
下
に
置
か
れ
、
統
治
は
総
督capitán

general （
23
）
に

一
任
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
島
の
経
済
を
掌
握
す
る
ク
リ
オ
ー

リ
ョ
大
農
園
主
た
ち
は
、
王
室
と
の
緊
密
な
関
係
を
利
用
し
つ
つ
、

島
の
政
治
に
関
し
て
あ
る
程
度
の
「
自
治
」
を
享
受
し
て
い
た
（
24
）
。

と
こ
ろ
が
、
一
八
三
四
年
に
成
立
し
た
自
由
主
義
政
権
は
、
強
力

か
つ
直
接
的
な
統
治
を
め
ざ
し
た
の
で
、
島
の
寡
頭
支
配
層
と
の

間
に
緊
張
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
国
政
府
は
残
さ
れ
た
植

民
地
に
お
い
て
近
代
的
な
統
治
を
行
う
こ
と
で
、
国
内
の
カ
ル
リ

ス
タ
（
絶
対
主
義
者
）
と
の
戦
い
に
必
要
な
資
金
を
調
達
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
総
督
に
「
絶
対
的
権
限
」
を
認
め
、

初
代
総
督
と
し
て
ミ
ゲ
ル
・
タ
コ
ンM

iguelT
acón

中
将
を
送

り
込
ん
だ
。

タ
コ
ン
は
自
由
主
義
者
で
あ
っ
た
が
、
キ
ュ
ー
バ
に
お
け
る
政

治
的
自
由
化
に
は
断
固
反
対
の
立
場
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
植
民

地
で
少
し
で
も
政
治
的
自
由
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
住
民
の
間
に
独

立
へ
の
志
向
が
強
ま
り
、
や
が
て
は
キ
ュ
ー
バ
も
他
の
イ
ン
デ
ィ

ア
ス
地
域
と
同
じ
道
を
た
ど
る
で
あ
ろ
う
と
強
く
懸
念
し
た
か
ら

で
あ
る
。
一
八
三
五
年
に
彼
は
「
ア
メ
リ
カ
人
は
、
祖
国
と
の
関

係
が
断
ち
切
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
わ
ず
か
な
政
治
的
権
利
の
享
受

な
ど
で
は
、
自
分
を
自
由
と
は
感
じ
な
い
。（
…
）
も
し
わ
れ
わ

れ
が
ア
メ
リ
カ
に
残
さ
れ
た
わ
ず
か
な
も
の
を
維
持
し
た
い
な
ら
、

本
国
に
ど
の
よ
う
な
改
革
が
も
た
ら
さ
れ
よ
う
と
も
、
現
在
の
植

民
地
統
治
に
い
か
な
る
変
化
も
加
え
る
べ
き
で
は
な
い
（
25
）
」
と
政
府

に
進
言
し
て
い
る
。
植
民
地
に
対
す
る
こ
う
し
た
強
硬
な
立
場
は
、

自
由
主
義
の
中
で
も
特
に
保
守
派
に
支
持
さ
れ
た
。

歴
代
の
総
督
た
ち
が
行
っ
て
き
た
「
寛
容
な
統
治
」
は
終
わ
っ

た
。
タ
コ
ン
は
富
裕
な
ク
リ
オ
ー
リ
ョ
層
に
意
見
を
求
め
る
ど
こ

ろ
か
、
彼
ら
を
行
政
か
ら
排
除
し
（
26
）
、
ペ
ニ
ン
ス
ラ
ー
ル
と
呼
ば
れ

る
本
国
出
身
者
を
重
用
し
た
。
さ
ら
に
自
由
主
義
的
思
想
を
抱
く

若
い
世
代
の
ク
リ
オ
ー
リ
ョ
た
ち
を
「
分
離
主
義
者separatis-

ta

」
と
し
て
弾
圧
、
追
放
し
た
。
一
方
、
彼
が
最
も
信
頼
し
た
集

団
の
一
つ
が
本
国
か
ら
移
住
し
て
き
た
商
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼

一
九
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
支
配
と
商
業
移
住
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

九
九
（
六
三
一
）



ら
は
本
国
人
と
し
て
の
特
権
を
利
用
し
つ
つ
、
比
較
的
短
期
間
に

富
を
蓄
積
し
て
い
っ
た
。
特
に
一
八
二
〇
年
か
ら
奴
隷
貿
易
が
非

合
法
化
さ
れ
る
と
、
奴
隷
の
値
段
が
高
騰
し
、
総
督
も
商
人
も
そ

の
密
貿
易
か
ら
多
大
な
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
例
え
ば
、

タ
コ
ン
は
島
に
上
陸
す
る
奴
隷
一
人
当
た
り
金
半
オ
ン
ス
（
八
ペ

セ
タ
四
レ
ア
ル
）
を
徴
収
し
て
い
た
と
言
わ
れ
（
27
）
、
ま
た
解
放
奴
隷

em
ancipado

の
取
引
で
も
利
益
を
え
て
い
た
（
28
）
。
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ

商
人
も
密
貿
易
に
参
加
し
、
一
八
四
五
年
ま
で
に
シ
エ
ラ
・
レ
オ

ー
ネ
の
特
別
法
廷
（
２９
）
に
告
訴
さ
れ
た
二
四
三
隻
の
奴
隷
船
の
う
ち
、

お
よ
そ
四
分
の
一
に
あ
た
る
五
六
隻
が
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
船
で
あ

っ
た
（
30
）
。

タ
コ
ン
総
督
の
周
囲
に
は
、
彼
を
補
佐
す
る
私
的
な
「
取
り
巻

きcam
arillas

」
集
団
が
形
成
さ
れ
、
ビ
ア
ダ
は
そ
の
主
要
な
メ

ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
植
民
地
権
力
と
本
国
商

人
た
ち
の
関
係
を
示
す
興
味
深
い
史
料
が
あ
る
。
そ
れ
が
一
八
三

六
〜
三
七
年
に
行
わ
れ
た
「
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
救
国
募
金
（
31
）
」
で
あ
る
。

当
時
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
都
市
部
は
、
山
間
部
で
勢
力
を
も
つ
カ
ル

リ
ス
タ
と
内
戦
状
態
に
あ
っ
た
。
ミ
ゲ
ル
・
ビ
ア
ダ
ら
有
志
は
、

戦
い
で
命
を
落
と
し
た
ミ
リ
シ
ア
・
ナ
シ
オ
ナ
ル
（
全
国
民
兵

隊
（
32
））
の
兵
士
遺
族
を
援
助
し
よ
う
と
義
援
金
を
募
っ
た
の
で
あ
る
。

ハ
バ
ナ
や
マ
タ
ン
サ
ス
、
ト
リ
ニ
ダ
ー
な
ど
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
人

が
多
く
暮
ら
す
町
で
、
七
一
四
人
か
ら
総
額
約
一
四
〇
〇
〇
ペ
ソ

の
資
金
が
集
め
ら
れ
た
。
こ
の
寄
付
リ
ス
ト
の
筆
頭
に
は
、
島
の

最
高
権
威
者
で
あ
る
タ
コ
ン
総
督
と
そ
れ
に
次
ぐ
財
務
長
官
の
地

位
に
あ
る
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
・
マ
ル
テ
ィ
ネ
ス
・
デ
・
ピ
ニ
ー
リ
ョ

スC
laudio

M
artínez

de
Pinillos

の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（
33
）
。

彼
ら
は
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
出
身
で
は
な
い
の
で
、
形
だ
け
の
寄
付
で

あ
る
。
次
に
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
人
の
名
が
続
い
て
い
る
が
、
上
位
に

は
奴
隷
商
サ
マ
ー
家
（
34
）
（
寄
付
額
第
一
位
�
五
一
〇
ペ
ソ
）、
帽
子

職
人
か
ら
有
力
商
人
へ
と
社
会
的
上
昇
を
と
げ
た
ハ
イ
メ
・
ト
レ

ン
ツJaim

e
T
orrents （

35
）
や
ミ
ゲ
ル
・
ビ
ア
ダ
（
共
に
第
二
位
�

三
四
〇
ペ
ソ
）
ら
総
督
の
「
取
り
巻
き
」
の
名
前
が
続
い
て
い
る
。

ま
た
、
リ
ス
ト
の
二
四
番
目
に
は
「
取
り
巻
き
」
グ
ル
ー
プ
の
中

心
的
存
在
、
奴
隷
商
ホ
ア
キ
ン
・
ゴ
メ
スJoaquín

G
óm

ez

が

一
〇
〇
ペ
ソ
を
寄
付
し
て
い
る
。
彼
は
カ
デ
ィ
ス
出
身
で
カ
タ
ル

ー
ニ
ャ
人
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
サ
マ
ー
や
ビ
ア
ダ
ら
と
の
つ

な
が
り
か
ら
寄
付
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ゴ
メ
ス
は
タ
コ
ン
総
督

の
厚
い
信
任
を
受
け
、
解
放
奴
隷
の
分
配
を
任
さ
れ
て
お
り
、
ま

た
軍
へ
の
物
資
納
入
や
公
共
事
業
の
独
占
的
契
約
で
も
大
き
な
影

響
力
を
も
っ
て
い
た
。

タ
コ
ン
総
督
が
ペ
ニ
ン
ス
ラ
ー
ル
を
重
用
し
た
こ
と
は
、
彼
が

い
か
に
「
ア
メ
リ
カ
人
」「
ア
メ
リ
カ
的
な
る
も
の
」
に
対
し
て

史
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強
い
不
信
感
を
抱
い
て
い
た
か
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、

彼
が
ヌ
エ
バ
・
グ
ラ
ナ
ダ
副
王
領
（
現
コ
ロ
ン
ビ
ア
）
の
行
政
官

で
あ
っ
た
と
き
、
独
立
派
と
の
戦
い
に
敗
れ
、
家
族
と
共
に
苦
し

い
逃
避
行
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

ビ
ア
ダ
も
マ
ラ
カ
イ
ボ
で
同
じ
よ
う
な
敗
北
を
経
験
し
て
お
り
、

こ
の
点
で
二
人
は
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
二

人
の
親
交
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
本
国
に
戻
っ
て
か
ら
も
続
い
た
。
マ

タ
ロ
ー
の
ビ
ア
ダ
の
自
宅
に
は
、
タ
コ
ン
総
督
の
肖
像
画
が
飾
ら

れ
て
い
た
（
36
）
。
一
八
四
八
年
に
ビ
ア
ダ
が
亡
く
な
っ
た
直
後
、
タ
コ

ン
は
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
友
人
で
裕
福
な
イ
ン
デ
ィ
ア
ー
ノ
と
し
て
知

ら
れ
る
ホ
セ
・
シ
フ
レ
ー
・
イ
・
カ
サ
スJosé

X
ifré

y
C
asas

（
後
述
）
に
宛
て
て
「
高
潔
な
ビ
ア
ダ
氏
が
長
年
私
に
示
し
て
く

れ
た
友
愛
の
情
を
、
私
は
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
（
37
）
」

と
彼
の
死
を
悼
ん
だ
。

（
二
）
植
民
地
支
配
の
末
端
組
織
�
民
兵
隊

マ
ラ
カ
イ
ボ
滞
在
中
と
同
じ
く
、
ビ
ア
ダ
は
ハ
バ
ナ
に
お
い
て

も
民
兵
隊
（
38
）
に
参
加
す
る
。
そ
も
そ
も
ス
ペ
イ
ン
領
ア
メ
リ
カ
に
お

け
る
民
兵
隊
の
役
割
は
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
外
国
か
ら
の
侵
入
か
ら

帝
国
国
土
を
防
衛
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
に

各
地
で
独
立
が
達
成
さ
れ
る
と
、
今
度
は
残
さ
れ
た
ス
ペ
イ
ン
の

領
土
に
お
い
て
、
体
制
の
転
覆
を
は
か
る
内
外
の
敵
を
一
掃
す
る

こ
と
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
退
役
軍
人
や
地
域
住
民
を
組
織
し
、

ス
ペ
イ
ン
軍
を
補
佐
す
る
と
い
う
任
務
を
担
わ
せ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
植
民
地
で
誰
を
ど
の
よ
う
に
武
装
す
る
か
は
非
常
に

デ
リ
ケ
ー
ト
な
政
治
問
題
で
、
民
兵
隊
の
存
在
が
潜
在
的
な
社
会

集
団
間
の
対
立
を
あ
お
り
、
か
え
っ
て
統
治
の
不
安
定
化
を
招
く

こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
特
に
、
ビ
ア
ダ
が
移
住
し
た
こ
ろ
の

キ
ュ
ー
バ
に
は
、
敗
戦
で
イ
ン
デ
ィ
ア
ス
各
地
か
ら
引
き
揚
げ
て

き
た
ス
ペ
イ
ン
軍
兵
士
が
あ
ふ
れ
、「
自
由
」
や
「
共
和
主
義
」

と
い
っ
た
ア
メ
リ
カ
的
な
価
値
観
に
対
す
る
不
信
感
や
怨
恨
が
充

満
し
て
い
た
。
そ
れ
は
本
国
か
ら
働
き
に
来
て
い
た
移
住
者
の
心

理
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
ア
メ

リ
カ
各
地
の
独
立
は
、
キ
ュ
ー
バ
に
住
む
ク
リ
オ
ー
リ
ョ
の
反
ス

ペ
イ
ン
的
感
情
や
本
国
か
ら
の
自
立
意
識
を
高
め
て
い
た
。
歴
代

総
督
は
、
こ
う
し
た
対
立
す
る
社
会
集
団
へ
の
対
応
に
苦
慮
し
て

き
た
の
で
あ
る
（
39
）
。

タ
コ
ン
総
督
は
当
初
、
島
の
住
民
を
武
装
さ
せ
る
こ
と
に
慎
重

で
あ
っ
た
。
理
由
の
第
一
は
、
地
元
の
有
力
プ
ラ
ン
タ
ー
か
ら
構

成
さ
れ
る
ハ
バ
ナ
農
商
振
興
協
会

R
ealJunta

de
Fom

ento

de
A
gricultura

y
de

C
om

ercio （
40
）

が
、
本
国
と
同
じ
よ
う
な
ミ

リ
シ
ア
・
ナ
シ
オ
ナ
ル
の
結
成
を
求
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
民

一
九
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
支
配
と
商
業
移
住
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

一
〇
一
（
六
三
三
）



兵
隊
の
よ
う
な
武
装
し
た
民
衆
は
、
急
進
的
な
自
由
主
義
勢
力
の

温
床
と
な
り
、
彼
ら
の
蜂
起
が
政
変
に
つ
な
が
る
場
合
も
あ
っ
た
。

ハ
バ
ナ
振
興
協
会
は
、
民
兵
隊
の
結
成
が
駐
留
軍
兵
士
数
の
削
減

に
つ
な
が
り
、
ひ
い
て
は
軍
事
費
の
節
約
に
も
な
る
と
利
点
を
強

調
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
ク
リ
オ
ー
リ
ョ
に
軍
事
訓
練

を
施
す
こ
と
で
あ
り
、
振
興
協
会
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
下
で
民

兵
が
編
成
さ
れ
れ
ば
、
総
督
に
対
す
る
圧
力
と
な
る
お
そ
れ
が
あ

っ
た
（
41
）
。

第
二
の
理
由
は
、
キ
ュ
ー
バ
が
非
常
に
複
雑
な
人
種
・
社
会
構

成
を
も
ち
、
そ
れ
ゆ
え
本
国
の
制
度
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と

は
危
険
で
あ
る
と
総
督
が
考
え
た
こ
と
に
あ
る
。
タ
コ
ン
に
よ
れ

ば
、
奴
隷
に
武
器
を
与
え
る
こ
と
は
論
外
で
、
ま
た
非
白
人
の
自

由
人
も
「
数
が
多
く
、
白
人
に
対
す
る
生
来
の
偏
見
」
か
ら
し
て

不
都
合
が
生
じ
る
。
そ
し
て
白
人
に
つ
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
生
ま

れ
は
「
大
体
に
お
い
て
、
そ
の
血
の
中
に
解
放
へ
の
抑
え
が
た
い

欲
求
を
持
ち
、
武
器
を
手
に
す
れ
ば
、
政
治
的
な
分
裂
や
改
革
の

際
に
体
制
の
目
的
そ
の
も
の
に
反
す
る
存
在
と
な
る
だ
ろ
う
」
と

警
戒
し
た
（
42
）
。
そ
し
て
、
最
後
に
「
政
府
に
と
っ
て
唯
一
の
保
証
と

な
る
の
が
ペ
ニ
ン
ス
ラ
ー
ル
」
の
存
在
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
だ
け

を
武
装
さ
せ
る
「
特
別
な
理
由
」
が
な
い
上
に
、
そ
れ
を
実
施
す

れ
ば
ク
リ
オ
ー
リ
ョ
に
「
分
裂
と
不
信
を
招
く
」
と
慎
重
な
姿
勢

を
示
し
た
の
で
あ
る
（
43
）
。

（
三
）
ロ
レ
ン
ソ
将
軍
の
「
反
乱
」
と
商
人
た
ち

し
か
し
、
こ
う
し
た
タ
コ
ン
総
督
の
考
え
を
大
き
く
変
え
る
事

件
が
発
生
す
る
。
島
東
部
の
ロ
レ
ン
ソ
将
軍
に
よ
る
「
反
乱
」
で

あ
る
。
一
八
三
六
年
、
ラ
・
グ
ラ
ン
ハ
で
の
下
士
官
反
乱
に
よ
り

本
国
で
は
自
由
主
義
進
歩
派
が
政
権
を
掌
握
し
、
自
由
主
義
的
な

カ
デ
ィ
ス
憲
法
が
復
活
し
た
。
そ
し
て
キ
ュ
ー
バ
で
も
そ
れ
に
同

調
す
る
動
き
が
み
ら
れ
、
東
部
の
行
政
長
官
ロ
レ
ン
ソM

anuel

Lorenzo

は
、
タ
コ
ン
総
督
の
承
諾
な
し
に
「
真
の
自
由
主
義
の

回
復
」
を
も
と
め
て
自
分
の
管
轄
区
域
内
で
憲
法
の
適
用
を
宣
言

し
た
（
44
）
。
だ
が
、
こ
の
措
置
に
総
督
が
強
く
反
対
し
、
西
の
ハ
バ
ナ

と
東
の
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
ク
ー
バ
が
対
立
す
る
事
態
に
発
展

し
た
の
で
あ
る
（
45
）
。
ハ
バ
ナ
の
商
人
や
金
融
業
者
た
ち
は
、
タ
コ
ン

総
督
を
全
面
的
に
支
持
す
る
声
明
文
を
地
元
紙
『
デ
ィ
ア
リ
オ
・

デ
・
ラ
・
ア
バ
ナD

iario
de

La
H
abana

』（
一
八
三
六
年
一
〇

月
四
日
）
に
掲
載
し
た
が
、
そ
の
署
名
者
の
中
に
は
カ
タ
ル
ー
ニ

ャ
の
奴
隷
商
サ
ル
バ
ド
ー
ル
・
サ
マ
ー
、「
取
り
巻
き
」
の
中
心

人
物
ホ
ア
キ
ン
・
ゴ
メ
ス
、
そ
し
て
ミ
ゲ
ル
・
ビ
ア
ダ
の
名
前
が

あ
っ
た
（
46
）
。

ロ
レ
ン
ソ
事
件
の
発
生
は
、
タ
コ
ン
総
督
に
地
域
住
民
を
武
装

史
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さ
せ
る
「
特
別
な
理
由
」
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
八
三

六
年
一
二
月
に
ハ
バ
ナ
を
発
っ
た
鎮
圧
部
隊
に
は
、
正
規
軍
を
補

佐
す
る
五
〇
〇
名
以
上
の
民
兵
が
含
ま
れ
て
い
た
（
47
）
。

異
常
事
態
の
発
生
に
驚
い
た
の
が
、
東
部
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
の
商

人
や
地
主
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
ロ
レ
ン
ソ
長
官
に
総
督
軍
と

の
衝
突
を
な
ん
と
か
回
避
す
る
よ
う
求
め
る
書
簡
を
提
出
し
た

（
一
二
月
一
四
日
（
48
）
）。
署
名
者
は
四
七
〇
余
名
に
の
ぼ
る
が
、
そ
の

中
で
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
人
の
名
字
が
目
立
っ
て
い
る
。
ビ
ア
ダ
の
甥

で
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
の
支
店
を
任
さ
れ
て
い
た
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ビ
ア

ダ
、
マ
ラ
カ
イ
ボ
で
ビ
ア
ダ
の
た
め
に
証
言
を
行
っ
た
知
人
ホ

セ
・
シ
モ
ン
・
バ
ラ
ル
ト
、
ロ
ン
・
バ
カ
ル
デ
ィ
社
を
創
業
し
た

フ
ァ
ク
ン
ド
・
バ
カ
ル
デ
ィFacundo

B
acardí

の
父
フ
ア
ン
（
49
）
、

後
の
コ
ミ
ー
リ
ャ
ス
侯
爵
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ロ
ペ
スA

ntonio

López （
50
）
の
名
前
が
あ
る
。
ま
た
、
ビ
ダ
ル
家
（
51
）
、
バ
ラ
ダ
ッ
ト
家
（
52
）
、

マ
ソ
ー
家
（
53
）
な
ど
、
後
に
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
で
イ
ン
デ
ィ
ア
ー
ノ
と
し

て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
家
系
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
当
時
、

カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
出
身
者
は
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
の
登
録
商
人
の
六
五
・

一
％
を
占
め
、
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
（
54
）
。
彼
ら
は
植
民
地

支
配
の
秩
序
が
混
乱
す
る
の
を
回
避
す
る
た
め
、
自
分
た
ち
の
親

族
や
商
い
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
、
ビ
ア
ダ
ら
ハ
バ
ナ
の
商

人
た
ち
と
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

植
民
地
の
混
乱
を
回
避
し
た
い
本
国
政
府
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア

メ
リ
カ
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
な
ど
諸
外
国
の
領
事
に
依
頼
し
て
ロ
レ

ン
ソ
へ
の
説
得
工
作
に
あ
た
ら
せ
、
結
局
事
件
は
彼
が
イ
ギ
リ
ス

船
で
島
を
去
る
と
言
う
形
で
解
決
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ス

ペ
イ
ン
の
対
植
民
地
政
策
の
矛
盾
を
は
っ
き
り
と
浮
き
上
が
ら
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
憲
法
で
認
め
ら
れ
た
諸
権
利
が
海

外
県provincias

de
U
ltram

ar

に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
不

平
等
な
「
二
重
基
準
」
の
設
定
で
あ
る
。
反
乱
と
同
時
期
に
開
か

れ
て
い
た
マ
ド
リ
ー
ド
の
国
会
は
、
海
外
県
に
対
し
て
「
特
別

法
」
を
制
定
す
る
と
い
う
口
実
で
、
自
由
主
義
的
憲
法
（
三
七
年

憲
法
）
の
適
用
を
見
送
り
、
キ
ュ
ー
バ
と
プ
エ
ル
ト
・
リ
コ
の
代

表
団
を
国
会
か
ら
追
放
し
た
。

ビ
ア
ダ
が
総
督
の
派
遣
し
た
鎮
圧
部
隊
に
参
加
し
た
か
ど
う
か

は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
八
三
七
年
一
月
、
タ
コ
ン
総
督
に

よ
り
「
ハ
バ
ナ
商
人
義
勇
兵
隊V

oluntarios
D
istinguidos

del

C
om

ercio
de

La
H
abana

」
の
第
九
隊
長
に
任
命
さ
れ
て
い
る
（
55
）
。

こ
の
義
勇
兵
隊
は
一
〇
中
隊
か
ら
編
成
さ
れ
、
各
中
隊
は
一
〇
〇

人
の
民
兵
か
ら
構
成
さ
れ
た
。
メ
ン
バ
ー
は
住
宅
を
所
有
し
、
有

事
の
際
に
は
仕
事
を
捨
て
て
任
務
に
つ
く
身
元
の
確
か
な
者
で
な

く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
（
56
）
。“distinguidos”

と
い
う
ス
ペ
イ
ン
語

は
、
名
士
や
紳
士
な
ど
一
定
の
社
会
的
身
分
を
持
つ
者
を
さ
す
言

一
九
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
支
配
と
商
業
移
住
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

一
〇
三
（
六
三
五
）



葉
で
あ
る
。
隊
長
に
は
総
督
へ
の
忠
誠
心
に
あ
ふ
れ
る
人
物
が
指

名
さ
れ
た
。
武
器
は
総
督
府
か
ら
支
給
さ
れ
た
が
（
57
）
、
制
服
な
ど
の

必
需
品
は
有
力
商
人
の
私
費
で
賄
わ
れ
、
商
店
や
作
業
場
が
時
に

兵
舎
と
な
り
、
訓
練
な
ど
も
行
わ
れ
た
。
商
店
主
の
下
で
見
習
い

や
奉
公
人
と
し
て
働
く
若
い
移
住
者
た
ち
は
、
い
や
お
う
な
く
こ

の
民
兵
隊
の
末
端
に
組
み
込
ま
れ
た
。
ビ
ア
ダ
ら
商
業
移
住
者
か

ら
な
る
こ
の
民
兵
隊
に
つ
い
て
は
、
リ
ク
ル
ー
ト
方
法
、
編
成
ル

ー
ル
、
隊
の
運
営
実
態
な
ど
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
の
で
、
今
後

の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

三
�
キ
ュ
ー
バ
を
め
ぐ
る
外
交
危
機

一
八
四
〇
年
、
ビ
ア
ダ
は
ハ
バ
ナ
の
事
業
を
息
子
や
親
族
に
託

し
て
帰
国
す
る
。
そ
の
直
後
、
ス
ペ
イ
ン
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
間
に

キ
ュ
ー
バ
の
奴
隷
解
放
を
め
ぐ
っ
て
外
交
危
機
が
発
生
し
た
。
こ

の
章
で
は
、
キ
ュ
ー
バ
の
植
民
地
支
配
の
根
幹
と
も
い
え
る
奴
隷

制
の
問
題
に
ビ
ア
ダ
が
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
り
、
彼
及
び
そ
の

周
囲
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ー
ノ
た
ち
が
こ
の
危
機
の
中
で
ど
の
よ
う
な

役
割
を
担
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

（
一
）
危
機
の
発
生

一
八
四
〇
年
秋
、
イ
ギ
リ
ス
外
相
パ
ー
マ
ス
ト
ン3rd

V
is-

count
Palm

erston

は
、
急
進
的
な
奴
隷
制
廃
止
論
者
と
し
て
知

ら
れ
る
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
・
タ
ー
ン
ブ
ルD

avid
T
urnbull

を
ハ

バ
ナ
の
領
事
に
任
命
し
た
（
58
）
。
さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
奴
隷
貿
易

禁
止
協
定
（
一
八
一
七
年
と
一
八
三
五
年
）
に
反
し
て
非
合
法
で

取
引
を
続
け
る
ス
ペ
イ
ン
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
要
求
を
つ
き
つ

け
た
（
59
）
。

①
一
八
二
〇
年
以
後
奴
隷
を
購
入
し
た
者
に
つ
い
て
、
ハ
バ
ナ
の

特
別
法
廷C

om
isión

M
ixta （

60
）
が
取
り
調
べ
の
権
限
を
も
つ
。

②
奴
隷
の
所
有
が
正
当
か
否
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
特
別
法

廷
は
所
有
者
に
出
頭
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
も
し
所
有
者
が
現
れ
な
け
れ
ば
、
委
員
会
は
そ
の
事
実
を
も
っ

て
出
廷
拒
否
と
し
、
奴
隷
を
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
八
二
〇
年
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
協
定
で
奴
隷
を
島
に
運
び
こ

む
の
が
禁
止
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
当
時
、
奴
隷
の
生
存
期
間
は
平

均
一
五
〜
二
〇
年
だ
っ
た
の
で
（
61
）
、
一
八
四
〇
年
に
生
存
し
て
い
た

奴
隷
の
多
く
は
、
非
合
法
で
連
れ
て
こ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

た
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
イ
ギ
リ
ス
の
要
求
が
通
れ
ば
、
奴
隷
所

有
の
是
非
が
法
廷
で
頻
繁
に
争
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
キ
ュ
ー
バ

の
奴
隷
制
そ
の
も
の
が
根
底
か
ら
揺
ら
ぐ
お
そ
れ
が
あ
っ
た
。
総

史

学
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督
ヘ
ロ
ニ
モ
・
バ
ル
デ
スG

erónim
o
V
aldés

に
と
っ
て
イ
ギ

リ
ス
の
提
案
は
「
黒
人
革
命
の
勃
発
を
宣
言
す
る
に
等
し
い
（
62
）
」
も

の
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
イ
ギ
リ
ス
が
強
硬
な
要
求
を
突
き
つ
け
た
背
景
に
は
、

①
ス
ペ
イ
ン
が
奴
隷
貿
易
禁
止
協
定
を
本
気
で
履
行
す
る
意
志
が

な
く
、
逆
に
キ
ュ
ー
バ
で
は
奴
隷
取
引
が
増
加
し
、
イ
ギ
リ
ス
世

論
が
そ
れ
に
不
満
を
高
め
て
い
た
こ
と
、
②
ス
ペ
イ
ン
で
の
カ
ル

リ
ス
タ
内
戦
（
一
八
三
三
〜
四
〇
年
）
が
終
了
し
、
一
八
四
〇
年

一
〇
月
親
英
派
と
さ
れ
る
エ
ス
パ
ル
テ
ー
ロ
将
軍V

aldom
ero

E
spartero

が
首
相
兼
臨
時
摂
政
に
就
い
た
こ
と
（
四
一
年
五
月

正
式
に
摂
政
就
任
）
が
あ
る
。
一
八
三
六
年
、
ハ
バ
ナ
の
イ
ギ
リ

ス
人
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
は
タ
コ
ン
統
治
下
の
キ
ュ
ー
バ
に
つ
い
て

「
特
別
法
廷
が
設
置
さ
れ
て
以
来
、
こ
れ
ほ
ど
の
ペ
ー
ス
で
奴
隷

取
引
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
パ
ー
マ
ス
ト
ン
卿
に
報

告
し
て
い
る
（
63
）
。
イ
ギ
リ
ス
側
の
当
面
の
狙
い
は
、
大
西
洋
間
の
過

酷
な
奴
隷
貿
易
航
路
を
廃
絶
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
キ

ュ
ー
バ
で
奴
隷
の
所
有
が
保
証
さ
れ
な
く
な
れ
ば
、
不
安
に
か
ら

れ
た
プ
ラ
ン
タ
ー
は
新
た
な
奴
隷
の
購
入
を
た
め
ら
い
、
そ
れ
が

結
果
的
に
奴
隷
貿
易
の
縮
小
や
消
滅
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
の
で

あ
る
。
奴
隷
制
そ
の
も
の
の
廃
止
は
よ
り
長
期
的
な
課
題
で
あ
る

と
考
え
て
い
た
。
一
方
、
国
内
に
絶
対
主
義
者
と
い
う
敵
を
抱
え

る
エ
ス
パ
ル
テ
ー
ロ
政
権
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
最
大
の
同

盟
国
で
あ
り
、
ス
ペ
イ
ン
国
債
の
主
要
な
購
入
者
で
も
あ
る
イ
ギ

リ
ス
の
機
嫌
を
損
ね
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
（
64
）
。

（
二
）
危
機
の
伝
播

キ
ュ
ー
バ
で
は
タ
ー
ン
ブ
ル
赴
任
の
ニ
ュ
ー
ス
が
「
口
か
ら
口

へ
、
電
光
石
火
の
ご
と
く
島
中
に
広
が
っ
た
（
65
）
」。
島
民
の
動
揺
と

混
乱
ぶ
り
に
つ
い
て
、
ク
リ
オ
ー
リ
ョ
改
革
派
ド
ミ
ン
ゴ
・
デ

ル
・
モ
ン
テD

om
ingo

delM
onte

は
、
ハ
バ
ナ
の
友
人
か
ら

「
終
末
の
日
が
来
た
と
お
そ
れ
お
の
の
き
、
興
奮
し
た
頭
に
流
血

の
惨
事
を
思
い
描
く
者
、
こ
れ
は
法
を
め
ぐ
る
交
渉
で
あ
る
か
ら
、

知
恵
を
働
か
せ
、
や
り
方
次
第
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
権
限
を
最
小
限

に
抑
え
込
め
る
だ
ろ
う
、
と
考
え
る
者
も
い
ま
す
。（
…
）
全
く

心
配
せ
ず
に
﹇
奴
隷
﹈
船
を
出
発
さ
せ
た
者
、
そ
れ
を
準
備
中
の

者
。
大
量
に
黒
人
を
買
い
込
ん
だ
者
、
あ
る
い
は
所
有
し
て
い
る

奴
隷
を
売
り
払
お
う
と
考
え
る
者
も
い
ま
す
（
66
）
」
と
手
紙
を
受
け
取

っ
て
い
る
。

ハ
バ
ナ
振
興
協
会
な
ど
主
要
な
経
済
団
体
は
、
早
速
タ
ー
ン
ブ

ル
の
更
迭
を
求
め
て
ス
ペ
イ
ン
政
府
に
声
を
上
げ
は
じ
め
た
。
さ

ら
に
、
奴
隷
商
の
危
機
感
を
一
層
強
め
た
の
が
、
新
総
督
バ
ル
デ

ス
の
着
任
で
あ
っ
た
。
奴
隷
の
密
貿
易
に
寛
容
で
あ
っ
た
前
任
者

一
九
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
支
配
と
商
業
移
住
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

一
〇
五
（
六
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七
）



ら
と
異
な
っ
て
、
彼
は
法
に
基
づ
い
て
厳
正
な
態
度
で
臨
む
こ
と

を
宣
言
し
た
か
ら
で
あ
る
（
67
）
。
こ
う
し
て
ハ
バ
ナ
の
プ
ラ
ン
タ
ー
や

奴
隷
商
は
自
分
た
ち
の
利
益
を
守
る
た
め
、
様
々
な
ル
ー
ト
を
使

っ
て
本
国
政
府
に
圧
力
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
つ
が
バ

ル
セ
ロ
ナ
を
経
由
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
植
民
地

の
危
機
が
ど
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介
し
て
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ

に
伝
播
し
、
ま
た
、
ビ
ア
ダ
を
含
む
有
力
な
商
工
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ

ー
が
、
こ
の
問
題
に
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
た
の
か
を
み
て
い

こ
う
。

一
八
四
一
年
三
月
三
〇
日
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
商
業
裁
判
所
（
68
）T

ri-

bunalde
C
om

ercio

は
、
ハ
バ
ナ
商
業
裁
判
所
（
69
）
か
ら
一
通
の
手

紙
を
受
け
取
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
と
の
外
交
危
機
で
協
力
を
求
め
る

内
容
で
あ
っ
た
。
ハ
バ
ナ
の
裁
判
所
の
ポ
ス
ト
は
、
有
力
な
奴
隷

商
や
砂
糖
プ
ラ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、「
奴
隷
解
放
は
四

〇
万
人
の
白
人
を
犠
牲
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
五
〇
万
人
の
黒
人

を
さ
ら
に
不
幸
に
す
る
措
置
で
、
そ
れ
ゆ
え
公
正
さ
や
バ
ラ
ン
ス

を
欠
き
、
人
道
的
で
も
な
い
」
と
主
張
す
る
、
奴
隷
制
擁
護
の
牙

城
と
も
言
え
る
組
織
で
あ
っ
た
（
70
）
。

六
月
五
日
、
今
度
は
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
商
業
裁
判
所
か
ら
同
市
の

商
業
評
議
会R

ealJunta
Particular

de
C
om

ercio

に
、
以
下

の
よ
う
な
協
力
要
請
が
行
わ
れ
た
。「
ハ
バ
ナ
の
声
に
わ
れ
わ
れ

も
同
調
し
、
政
府
が
こ
の
重
大
問
題
を
考
慮
し
、
奴
隷
解
放
に
よ

っ
て
島
民
に
も
た
ら
さ
れ
る
恐
ろ
し
い
未
来
を
回
避
す
る
よ
う
求

め
る
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。（
…
）﹇
評
議
会
は
﹈
こ
の
問
題
を
優

先
的
に
取
り
扱
い
、
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
政
府
に
対
し
て

意
見
を
出
す
よ
う
求
め
ま
す
（
71
）
」。
商
業
評
議
会
は
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ

の
商
工
業
の
振
興
を
は
か
り
、
職
業
訓
練
な
ど
の
教
育
機
能
も
併

せ
持
つ
重
要
な
機
関
で
、
多
数
の
商
人
、
工
場
主
、
銀
行
家
な
ど

が
参
加
し
て
い
た
。
商
業
裁
判
所
か
ら
の
要
請
に
応
じ
た
評
議
会

は
「
か
の
国
﹇
キ
ュ
ー
バ
﹈
で
の
長
い
経
験
を
も
ち
、
こ
の
極
め

て
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
に
つ
い
て
理
論
的
・
実
践
的
知
識
を
も
つ

人
々
の
意
見
を
聴
く
（
72
）
」
こ
と
で
合
意
し
、
ミ
ゲ
ル
・
ビ
ア
ダ
や
ハ

イ
メ
・
ト
レ
ン
ツ
た
ち
を
呼
び
集
め
た
。

危
機
が
勃
発
し
た
一
八
四
〇
年
当
時
、
ビ
ア
ダ
は
ハ
バ
ナ
の
事

業
を
甥
の
オ
ノ
フ
レ
・
ビ
ア
ダ
と
息
子
た
ち
に
託
し
て
帰
国
し
た

ば
か
り
で
あ
っ
た
。
彼
の
三
〇
年
に
及
ぶ
ア
メ
リ
カ
滞
在
は
終
了

し
た
が
、
キ
ュ
ー
バ
と
の
関
係
が
切
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は

ハ
バ
ナ
の
「
ビ
ア
ダ
商
会
」の
バ
ル
セ
ロ
ナ
総
代
理
人apoderado

general

と
し
て
市
内
に
店
を
構
え
、
キ
ュ
ー
バ
産
品
の
荷
受
を

行
っ
て
い
た
。

史
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（
三
）
ミ
ゲ
ル
の
イ
ギ
リ
ス
非
難
と
奴
隷
制
擁
護

六
月
一
二
日
、
商
業
評
議
会
は
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
商
品
・
株
式
取

引
所
で
集
会
を
開
い
た
。
そ
こ
で
ビ
ア
ダ
は
演
説
を
行
い
、「
み

な
さ
ん
、
わ
れ
ら
の
同
盟
国
イ
ギ
リ
ス
は
、
博
愛
主
義filantropía

と
い
う
マ
ン
ト
を
ま
と
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
狙
い
が
あ
ら
ゆ
る

手
を
使
っ
て
自
分
た
ち
の
邪
悪
な
工
作
を
遂
行
す
る
こ
と
に
あ
る

の
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
」「
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
た
わ
ず
か

な
植
民
地
、
特
に
キ
ュ
ー
バ
島
を
破
滅
さ
せ
る
た
め
に
仕
向
け
ら

れ
た
も
の
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
」
と
イ
ギ
リ
ス
の
奴
隷
解
放
要
求

を
強
く
非
難
し
、
ス
ペ
イ
ン
海
外
領
土
の
「
完
全
な
崩
壊
を
食
い

止
め
る
の
は
、
わ
れ
ら
の
団
結
と
祖
国
愛
だ
け
で
す
（
73
）
」
と
訴
え
た
。

ビ
ア
ダ
が
イ
ギ
リ
ス
の
奴
隷
解
放
要
求
の
裏
に
は
「
世
界
商
業

を
支
配
す
る
た
め
の
利
己
的
な
工
作
」
が
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
れ

へ
の
警
戒
を
呼
び
か
け
た
の
に
は
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
。
一

つ
は
英
領
カ
リ
ブ
の
中
心
ジ
ャ
マ
イ
カ
の
経
済
的
低
迷
で
あ
る
。

こ
の
島
で
は
四
年
間
の
「
徒
弟
制apprentice−ship

」
と
よ
ば

れ
る
猶
予
期
間
を
経
て
、
一
八
三
八
年
完
全
に
奴
隷
制
が
廃
止
さ

れ
た
。
し
か
し
、
砂
糖
農
場
か
ら
旧
奴
隷
た
ち
が
去
り
、
労
働
力

不
足
は
結
果
と
し
て
賃
金
上
昇
を
ま
ね
き
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
産
の
砂

糖
は
キ
ュ
ー
バ
や
ブ
ラ
ジ
ル
産
と
競
合
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ

る
（
74
）。
キ
ン
グ
ス
ト
ン
（
ジ
ャ
マ
イ
カ
）
駐
在
の
ス
ペ
イ
ン
領
事
は
、

キ
ュ
ー
バ
が
奴
隷
労
働
に
よ
る
砂
糖
産
業
で
繁
栄
す
る
の
と
対
照

的
に
「
ジ
ャ
マ
イ
カ
の
衰
退
は
痛
ま
し
い
」
と
報
告
し
（
75
）
、
当
地
の

新
聞
も
農
場
主
の
窮
状
を
報
じ
て
い
た
（
76
）
。
ジ
ャ
マ
イ
カ
の
ホ
ー

ル
・
プ
リ
ン
グ
ルH

allPringle

知
事
は
「
キ
ュ
ー
バ
や
ブ
ラ
ジ

ル
の
奴
隷
貿
易
で
奴
隷
人
口
が
増
加
す
る
限
り
、
英
領
カ
リ
ブ
の

島
々
は
太
刀
打
ち
で
き
な
い
で
し
ょ
う
」
と
パ
ー
マ
ス
ト
ン
に
訴

え
た
（
77
）
。
こ
の
よ
う
に
、
英
領
カ
リ
ブ
の
プ
ラ
ン
タ
ー
は
キ
ュ
ー
バ

の
奴
隷
貿
易
の
廃
止
に
関
心
を
示
し
、
こ
の
点
で
タ
ー
ン
ブ
ル
ら

奴
隷
制
廃
止
論
者
と
利
害
が
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
78
）
。
ビ
ア
ダ

の
演
説
は
こ
の
点
を
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、
イ
ギ
リ
ス
監
視
艇
に
よ
る
ス
ペ
イ
ン
商
船
の
「
恣
意

的
」
な
拿
捕
・
臨
検
へ
の
不
満
で
あ
る
。
一
八
一
七
年
と
三
五
年

の
二
国
間
協
定
に
則
っ
て
、
奴
隷
貿
易
の
根
絶
に
熱
心
な
イ
ギ
リ

ス
は
、
海
軍
を
ア
フ
リ
カ
沖
合
で
監
視
さ
せ
、
疑
わ
し
い
船
舶
が

通
行
す
れ
ば
、
停
止
さ
せ
臨
検
を
行
っ
て
い
た
。
奴
隷
が
実
際
に

乗
っ
て
い
な
く
て
も
、
船
の
装
備
か
ら
奴
隷
船
と
疑
わ
れ
れ
ば
、

シ
エ
ラ
・
レ
オ
ー
ネ
に
連
行
さ
れ
た
。
有
罪
判
決
が
出
れ
ば
船
は

た
だ
ち
に
廃
棄
処
分
さ
れ
る
。
ビ
ア
ダ
は
演
説
の
中
で
「
リ
カ
フ

ォ
ル
ト
号
」
と
い
う
ス
ペ
イ
ン
船
が
、
積
み
荷
が
合
法
的
で
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
拿
捕
さ
れ
、
船
主
は
未
だ
船
も
返
却
さ
れ
ず
、

賠
償
も
受
け
と
っ
て
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
79
）
。
あ
る
ハ
バ
ナ
の
商
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人
は
「
ア
フ
リ
カ
沖
で
の
英
艦
隊
将
校
に
よ
る
ス
ペ
イ
ン
商
船
に

対
す
る
横
暴
さ
は
目
を
覆
う
ば
か
り
で
す
。
彼
ら
は
合
法
的
な
通

商
活
動
を
一
方
的
に
断
罪
し
、
乗
組
員
を
カ
リ
ブ
海
沿
岸
に
置
き

去
り
に
す
る
の
で
す
。
過
酷
な
気
候
は
彼
ら
を
完
全
に
衰
弱
さ
せ

て
し
ま
い
ま
す
。
こ
う
し
た
残
虐
な
違
反
行
為
を
防
止
す
る
た
め

に
監
視
員
を
シ
エ
ラ
・
レ
オ
ー
ネ
に
派
遣
し
な
い
の
は
、
ス
ペ
イ

ン
政
府
の
怠
慢
で
し
ょ
う
（
80
）
」
と
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
同
業
者
へ
書
き
送

っ
て
い
る
。

ス
ペ
イ
ン
商
人
に
と
っ
て
さ
ら
に
腹
立
た
し
か
っ
た
の
は
、
イ

ギ
リ
ス
海
軍
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
奴
隷
が
、
出
身
地
へ
送
り
返

さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
へ
移
送
さ
れ
砂
糖
生
産
に
従
事

さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ビ
ア
ダ
は
彼
ら
が
「
徒
弟
」
と
い
う

名
の
奴
隷
に
す
ぎ
ず
、「
慈
悲
に
満
ち
た
イ
ギ
リ
ス
政
府
」
の
す

る
こ
と
で
は
な
い
と
皮
肉
っ
た
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
奴

隷
解
放
が
実
施
さ
れ
た
ジ
ャ
マ
イ
カ
で
は
労
働
力
不
足
が
深
刻
化

し
、
そ
れ
を
補
う
た
め
に
移
民
が
奨
励
さ
れ
て
い
た
。
一
八
三
四

〜
三
九
年
で
一
三
八
八
人
、
一
八
四
〇
〜
四
四
年
に
は
二
五
三
三

人
の
ア
フ
リ
カ
人
が
ジ
ャ
マ
イ
カ
へ
移
住
し
た
が
、
こ
れ
に
は
ビ

ア
ダ
が
指
摘
し
た
よ
う
な
解
放
奴
隷
も
か
な
り
含
ま
れ
て
い
た
（
81
）
。

ビ
ア
ダ
は
演
説
の
最
後
で
「
三
二
年
間
ア
メ
リ
カ
に
住
み
、
そ

の
多
く
を
キ
ュ
ー
バ
で
暮
ら
し
た
経
験
か
ら
、
熱
帯
で
の
耕
作
に

耐
え
う
る
の
は
、
ア
フ
リ
カ
人
及
び
そ
の
子
孫
の
み
だ
と
確
信
し

て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
や
カ
ナ
リ
ア
諸
島
出
身

者
が
農
業
に
従
事
し
て
も
、
病
気
に
な
り
、
最
後
は
労
働
不
能
の

状
態
で
仕
事
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
す
」
と

奴
隷
制
を
擁
護
し
た
。
こ
こ
で
自
身
が
関
わ
っ
た
キ
ュ
ー
バ
の
鉄

道
建
設
を
例
に
上
げ
、
そ
こ
に
投
入
さ
れ
た
多
数
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
労
働
者
が
、
結
局
は
長
続
き
し
な
か
っ
た
と
述
べ
た
。
た
し
か

に
白
人
労
働
者
の
多
く
は
、
過
酷
な
労
働
環
境
へ
の
不
満
か
ら
逃

亡
す
る
か
、
あ
る
い
は
病
気
に
か
か
っ
て
死
亡
し
、
そ
の
労
働
力

の
不
足
を
黒
人
奴
隷
が
補
っ
た
。
だ
が
、
一
八
三
五
〜
四
一
年
の

間
、
セ
ロ
と
呼
ば
れ
る
一
教
区
だ
け
で
三
四
〇
人
も
の
奴
隷
が
埋

葬
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
彼
ら
も
ま
た
鉄
道
建
設
で
多
く
の

命
を
落
と
し
た
こ
と
が
分
か
る
（
82
）
。

以
上
が
ビ
ア
ダ
の
演
説
の
主
な
内
容
と
留
意
点
で
あ
る
。
彼
は

奴
隷
制
の
問
題
を
、
ス
ペ
イ
ン
の
「
国
家
の
独
立
」
や
「
領
土
の

保
全
」
と
い
う
外
交
や
安
全
保
障
上
の
観
点
か
ら
論
じ
よ
う
と
し

た
。
そ
こ
に
は
人
道
主
義
も
宗
教
的
倫
理
感
も
な
け
れ
ば
、
自
由

労
働
か
奴
隷
労
働
か
と
い
う
経
済
上
の
議
論
も
な
い
。
あ
く
ま
で

イ
ギ
リ
ス
と
い
う
強
国
の
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
た
ス
ペ
イ
ン
人
の

「
名
誉
」
や
「
愛
国
心
」
の
問
題
で
あ
っ
た
。
外
圧
に
屈
し
て
奴

隷
解
放
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
領
有
を
危
険

史

学
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に
さ
ら
し
、
国
家
の
富
を
損
な
う
行
為
で
あ
る
か
ら
、「
良
き
ス

ペ
イ
ン
人
」
の
と
る
べ
き
道
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
彼
は
、
奴
隷

制
の
本
質
的
な
議
論
に
立
ち
入
る
こ
と
を
避
け
、「
愛
国
」
と
い

う
視
点
か
ら
奴
隷
制
の
維
持
を
正
当
化
し
た
の
で
あ
る
。
タ
ー
ン

ブ
ル
に
よ
れ
ば
ア
ボ
リ
シ
ョ
ニ
ズ
ム
（
奴
隷
制
廃
止
論
）
は
「
一

九
世
紀
の
精
神espíritu

delsiglo （
83
）
」
で
あ
り
、
す
で
に
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
主
要
国
は
奴
隷
貿
易
や
奴
隷
制
の
廃
止
へ
と
向
か
っ
て
い

た
。
ビ
ア
ダ
の
演
説
は
、
植
民
地
交
易
を
維
持
す
る
た
め
に
、
時

代
の
流
れ
に
逆
ら
お
う
と
し
た
ス
ペ
イ
ン
植
民
地
主
義
者
の
弁
明

で
あ
る
。
が
、
そ
れ
は
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
立

場
を
代
弁
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。

（
四
）
二
つ
の
意
見
書

集
会
後
、
商
業
評
議
会
は
キ
ュ
ー
バ
事
情
に
詳
し
い
者
の
意
見

を
集
約
し
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
県
行
政
長
官
を
通
し
て
エ
ス
パ
ル
テ
ー

ロ
摂
政
に
提
出
し
た
。
内
容
は
ビ
ア
ダ
の
演
説
と
同
じ
く
、
イ
ギ

リ
ス
の
奴
隷
解
放
要
求
を
外
国
の
干
渉
と
非
難
し
て
い
る
。
こ
こ

で
は
さ
ら
に
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
奴
隷
制
擁
護
論
の
特
徴
と
し

て
、
次
の
二
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
は
、
外
国
の
さ
ら
な
る
介
入
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
文
書

が
奴
隷
貿
易
の
根
絶
を
主
張
し
、
ま
た
そ
の
た
め
に
奴
隷
貿
易
を

「
海
賊
行
為piratería

」
と
宣
言
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
指
摘
し

た
こ
と
で
あ
る
。
奴
隷
は
こ
れ
ま
で
タ
バ
コ
な
ど
「
商
品
」
の
密

輸
と
同
じ
扱
い
を
受
け
て
き
た
。
し
か
し
、「
人
」
に
対
す
る
犯

罪
行
為
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
れ
ば
、
摘
発
さ
れ
た
奴
隷
商
は
死
刑

を
も
含
む
厳
罰
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
密

貿
易
も
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
は
以
前
か
ら
こ
う
し
た

措
置
を
取
る
よ
う
に
ス
ペ
イ
ン
へ
圧
力
を
か
け
続
け
て
き
た
（
84
）
。

奴
隷
制
支
持
者
が
奴
隷
貿
易
の
廃
絶
を
主
張
す
る
の
は
、
一
見

矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
奴
隷
制
を

維
持
す
る
た
め
の
止
む
を
得
な
い
判
断
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
イ

ギ
リ
ス
側
の
狙
い
は
奴
隷
貿
易
の
根
絶
に
あ
っ
た
の
で
、
ス
ペ
イ

ン
が
密
貿
易
の
取
り
締
ま
り
に
本
腰
を
入
れ
る
姿
勢
を
み
せ
れ
ば
、

奴
隷
解
放
要
求
と
い
う
「
脅
し
」
を
イ
ギ
リ
ス
は
撤
回
す
る
だ
ろ

う
。
こ
れ
が
ビ
ア
ダ
ら
奴
隷
制
支
持
者
た
ち
の
「
読
み
」
で
あ
っ

た
。
逆
説
的
で
あ
る
が
、
奴
隷
貿
易
の
根
絶
は
、
キ
ュ
ー
バ
の
奴

隷
制
を
維
持
す
る
「
最
も
有
効
で
確
実
な
手
段
」
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、
キ
ュ
ー
バ
の
奴
隷
制
が
「
温
和
」
で
あ
る
と
強
調
さ

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
奴
隷
制
と
は
違

っ
て
「
ア
ン
テ
ィ
ー
リ
ャ
ス
﹇
キ
ュ
ー
バ
と
プ
エ
ル
ト
・
リ
コ
﹈

で
は
、
ア
フ
リ
カ
人
の
子
孫
が
絶
え
ず
白
人
グ
ル
ー
プ
に
統
合
さ

れ
て
い
き
」「
寛
容
で
漸
次
的
な
人
種
間
の
融
合
」
が
存
在
す
る

一
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支
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と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
ス
ペ
イ
ン
人
固
有
の
人
種
観
は
、
奴
隷
制

を
正
当
化
す
る
の
に
よ
く
持
ち
出
さ
れ
る
。
一
九
世
紀
初
頭
、
キ

ュ
ー
バ
を
代
表
す
る
政
治
家
・
知
識
人
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
・
ア
ラ
ン
ゴFrancisco

de
A
rango

は
「
フ
ラ
ン
ス
人
は
彼

ら
を
獣
の
よ
う
に
、
ス
ペ
イ
ン
人
は
人
間
と
し
て
扱
う
」
と
両
国

の
奴
隷
制
の
違
い
を
表
現
し
た
。
そ
し
て
、
サ
ン
・
ド
マ
ン
グ
の

黒
人
奴
隷
の
反
乱
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
プ
ラ
ン
タ
ー
の
彼
ら
に
対
す

る
過
酷
な
扱
い
が
一
因
で
、
同
じ
こ
と
が
キ
ュ
ー
バ
で
発
生
す
る

可
能
性
は
低
い
と
国
王
へ
説
明
し
た
（
85
）
。
ハ
バ
ナ
港
の
収
税
吏
マ
リ

ア
ー
ノ
・
ト
レ
ン
テM

ariano
T
orrente

も
「
ア
ン
テ
ィ
ー
リ

ャ
ス
の
黒
人
奴
隷
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
労
働
者

階
級
よ
り
恵
ま
れ
た
状
況
に
あ
る
（
86
）
」
と
、
キ
ュ
ー
バ
の
奴
隷
制
を

肯
定
し
た
。
彼
は
、
英
領
植
民
地
ジ
ャ
マ
イ
カ
の
例
を
引
き
、
従

順
、
勤
勉
で
お
と
な
し
い
黒
人
奴
隷
た
ち
が
解
放
の
洗
礼
を
受
け

た
途
端
、
怠
惰
で
悪
癖
に
そ
ま
り
、
反
抗
的
で
手
に
負
え
な
い
人

間
に
変
貌
し
た
と
し
て
、
奴
隷
制
の
効
用
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
奴
隷
制
廃
止
論
者
は
こ
う
し
た
「
温
和
」
説
を
批
判

し
て
い
る
。
解
放
奴
隷
保
護
官
（
87
）
と
し
て
ハ
バ
ナ
に
滞
在
し
た
イ
ギ

リ
ス
人
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｒ
・
マ
ダ
ンR

ichard
R
obert

M
adden

は
、
こ
の
よ
う
な
主
張
が
「
し
ば
し
ば
本
で
述
べ
ら
れ
、
あ
る
い

は
キ
ュ
ー
バ
在
住
商
人
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
の
を
聞
い
た
。

（
…
）
実
際
、
私
は
こ
の
点
に
つ
い
て
あ
ま
り
に
も
多
く
の
誤
り

が
ま
か
り
通
っ
て
い
る
の
に
驚
い
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
88
）
。

そ
れ
で
は
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
商
業
評
議
会
が
提
出
し
た
意
見
書
に

中
央
政
府
は
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
89
）
。
そ
の

返
答
は
実
に
素
っ
気
な
か
っ
た
。
七
月
三
日
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
県
行

政
長
官
が
マ
ド
リ
ー
ド
か
ら
次
の
よ
う
な
通
知
を
受
け
取
っ
た
だ

け
で
あ
っ
た
。「
政
府
は
『
自
己
の
権
限
の
範
囲
内
で
、
い
か
な

る
場
合
に
お
い
て
も
﹇
奴
隷
の
﹈
所
有
権
を
尊
重
す
る
が
、
ア
フ

リ
カ
沿
岸
で
の
奴
隷
貿
易
を
禁
止
す
る
一
八
三
五
年
協
定
に
基
づ

い
て
、﹇
イ
ギ
リ
ス
側
か
ら
﹈
異
議
申
し
立
て
が
出
な
い
よ
う
、

同
協
定
を
順
守
せ
よ
』
と
の
回
答
を
す
で
に
ハ
バ
ナ
商
業
裁
判
所

に
出
し
た
。
こ
の
事
を
﹇
バ
ル
セ
ロ
ナ
商
業
評
議
会
に
﹈
伝
え

よ
（
90
）」。
政
府
の
立
場
と
し
て
は
、
外
交
危
機
は
地
方
の
一
経
済
団

体
が
口
出
し
を
す
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ

ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
エ
ス
パ
ル
テ
ー
ロ
政
権
と
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の

商
工
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
関
係
は
良
好
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
一

つ
に
は
エ
ス
パ
ル
テ
ー
ロ
が
自
由
主
義
進
歩
派
に
属
し
、
後
者
の

多
く
が
穏
健
派
を
支
持
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
親
英

的
な
エ
ス
パ
ル
テ
ー
ロ
は
イ
ギ
リ
ス
の
主
張
す
る
自
由
貿
易
主
義

に
理
解
を
示
し
て
い
た
の
で
、
強
硬
な
保
護
貿
易
を
主
張
す
る
カ

タ
ル
ー
ニ
ャ
の
経
済
エ
リ
ー
ト
は
、
彼
が
イ
ギ
リ
ス
に
譲
歩
す
る

史
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の
で
は
な
い
か
と
警
戒
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
91
）
。

期
待
し
た
よ
う
な
返
答
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
商
業
評
議
会
は
、

十
一
月
さ
ら
に
語
調
を
強
め
た
意
見
書
を
提
出
し
た
。
イ
ギ
リ
ス

の
要
求
が
通
っ
て
隷
解
解
放
が
な
さ
れ
れ
ば
、
キ
ュ
ー
バ
の
産
業

が
混
乱
・
崩
壊
し
、「
多
数
の
ス
ペ
イ
ン
人
家
族
の
行
く
末
が
危

険
に
さ
ら
さ
れ
」、
植
民
地
と
深
い
関
わ
り
を
も
つ
本
国
、
特
に

カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
経
済
が
い
か
に
大
き
な
打
撃
を
被
る
か
を
切
々

と
訴
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
植
民
地
喪
失
の
芽
を
は
ら
む
外

国
の
企
て
に
﹇
政
府
が
﹈
わ
ざ
わ
ざ
手
を
貸
す
と
は
、
と
て
も
信

じ
ら
れ
ま
せ
ん
」「
た
と
え
表
面
的
で
あ
れ
、
キ
ュ
ー
バ
の
社
会

構
造
を
知
る
人
な
ら
も
っ
て
い
る
は
ず
の
慎
重
さ
、
つ
ま
り
島
民

の
奴
隷
制
に
対
す
る
強
い
感
受
性
（
92
）
へ
の
配
慮
を
欠
い
て
い
ま
す
」

と
政
府
を
批
判
し
た
。

（
五
）
植
民
地
問
題
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト

バ
ル
セ
ロ
ナ
商
業
評
議
会
が
提
出
し
た
二
つ
の
意
見
書
に
は
、

ビ
ア
ダ
以
外
に
ハ
イ
メ
・
ト
レ
ン
ツ
、
ハ
イ
メ
・
タ
ウ
リ
ナJaim

e

T
aulina

、
ハ
イ
メ
・
バ
デ
ィ
アJaim

e
B
adía

、
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
・
ビ
ニ
ャ
ス
、
フ
ア
ン
・
イ
リ
ャ
ス
・
イ
・
フ
ェ
レ
ー
ルJuan

Illas
y
Ferrer

、
イ
ラ
リ
オ
ン
・
ア
ス
カ
ラ
テH

ilarion

A
zucárate

、
バ
レ
ン
テ
ィ
ン
・
マ
ル
テ
ィ
ネ
スV

alentín

M
artínez

、
ホ
セ
・
シ
フ
レ
ー
・
イ
・
カ
サ
ス
の
署
名
が
あ
る
。

彼
ら
の
多
く
は
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ー
ノ
」
と
し
て
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
で

知
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。

最
も
著
名
な
の
は
、
ホ
セ
・
シ
フ
レ
ー
・
イ
・
カ
サ
ス
で
あ
る
（
93
）
。

彼
は
ア
レ
ニ
ス
・
ダ
・
マ
ル
（
バ
ル
セ
ロ
ナ
県
）
出
身
で
、
一
七

九
八
年
に
ハ
バ
ナ
へ
移
住
し
た
。
タ
コ
ン
総
督
の
「
取
り
巻
き
」

の
一
人
で
も
あ
っ
た
。
キ
ュ
ー
バ
産
な
め
し
皮
の
輸
出
で
財
産
を

形
成
し
、
一
八
三
一
年
に
帰
国
す
る
と
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
や
生
ま
れ

故
郷
の
ア
レ
ニ
ス
・
ダ
・
マ
ル
で
活
発
な
不
動
産
投
資
を
行
っ
た
。

不
動
産
以
外
の
分
野
へ
の
出
資
は
積
極
的
で
な
か
っ
た
が
、
キ
ュ

ー
バ
時
代
か
ら
の
友
人
ビ
ア
ダ
の
鉄
道
事
業
に
は
、
株
の
購
入
で

協
力
し
て
い
る
。
政
治
的
に
は
穏
健
派
の
マ
ル
テ
ィ
ネ
ス
・
デ
・

ラ
・
ロ
サ
に
近
く
、
一
八
四
二
年
に
バ
ル
セ
ロ
ナ
で
反
エ
ス
パ
ル

テ
ー
ロ
暴
動
が
発
生
し
た
と
き
、
市
の
諮
問
評
議
会Junta

C
on-

sultiva
de

G
obierno

の
メ
ン
バ
ー
に
選
ば
れ
た
。

ハ
イ
メ
・
ト
レ
ン
ツ
（
注
三
七
参
照
）
も
シ
フ
レ
ー
同
様
、
タ

コ
ン
総
督
の
「
取
り
巻
き
」
の
一
人
で
あ
る
。
ビ
ア
ダ
と
同
じ
一

八
四
〇
年
に
帰
国
し
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
中
心
街
に
事
務
所
を
構
え
、

ア
メ
リ
カ
と
の
交
易
を
続
け
て
い
た
。
彼
の
船
は
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ

の
商
品
を
積
ん
で
ブ
エ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
へ
赴
き
、
そ
こ
か
ら
な

め
し
皮
や
干
し
肉
を
キ
ュ
ー
バ
へ
運
び
、
さ
ら
に
砂
糖
や
糖
蜜
を

一
九
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
支
配
と
商
業
移
住
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

一
一
一
（
六
四
三
）



積
ん
で
、
米
国
南
部
で
原
綿
と
交
換
し
そ
れ
を
バ
ル
セ
ロ
ナ
へ
持

ち
帰
っ
た
。
ビ
ア
ダ
と
は
キ
ュ
ー
バ
時
代
か
ら
の
付
き
合
い
で
、

彼
の
鉄
道
事
業
に
も
資
金
を
提
供
し
た
。
彼
の
弟
マ
ヌ
エ
ル
・
ト

レ
ン
ツ
は
シ
フ
レ
ー
・
イ
・
カ
サ
ス
と
共
に
、
反
エ
ス
パ
ル
テ
ー

ロ
暴
動
時
に
、
諮
問
評
議
会
員
の
一
人
に
選
ば
れ
て
い
る
。

二
つ
の
意
見
書
の
両
方
に
署
名
し
て
い
る
の
が
ハ
イ
メ
・
タ
ウ

リ
ナ
で
あ
る
。
彼
は
ジ
ョ
レ
・
ダ
・
マ
ル
（
バ
ル
セ
ロ
ナ
県
）
か

ら
ハ
バ
ナ
へ
移
住
し
た
。
一
八
三
七
年
に
は
彼
の
「
ベ
ン
セ
ド
ー

ラ
号V

encedora

」
が
奴
隷
船
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
、
イ
ギ
リ
ス

の
監
視
艇
に
拿
捕
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
た
。
さ
ま
ざ
ま

な
荷
を
積
み
カ
デ
ィ
ス
か
ら
出
港
し
た
が
、
途
中
で
二
七
名
の
黒

人
を
運
搬
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
拿
捕
さ
れ
、
ハ
バ
ナ
の
法
廷
に
訴

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
94
）
。
ビ
ア
ダ
も
演
説
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
カ

タ
ル
ー
ニ
ャ
商
人
に
と
っ
て
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
監
視
は
腹
立
た
し

い
も
の
で
あ
っ
た
。
帰
国
後
は
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
で
綿
花
の
輸
入
を

行
っ
た
。

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ビ
ニ
ャ
ス
は
、
ビ
ア
ダ
と
同
じ
マ
タ
ロ
ー
出

身
で
、
一
八
二
八
年
に
ハ
バ
ナ
に
渡
っ
た
（
95
）
。
し
か
し
、
一
八
三
七

年
に
ハ
バ
ナ
で
「
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
救
国
募
金
」
が
行
わ
れ
た
時
に

は
、
す
で
に
バ
ル
セ
ロ
ナ
県
会
議
員
の
職
に
あ
り
、
ハ
バ
ナ
か
ら

の
義
援
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
、
彼
の
キ
ュ
ー
バ
滞
在
は
一

〇
年
に
満
た
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
96
）
。
彼
は
ビ
ア
ダ
の
協
力
者
と

し
て
鉄
道
事
業
に
も
深
く
関
わ
っ
た
。

イ
リ
ャ
ス
・
イ
・
フ
ェ
レ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
港

近
く
の
レ
ゴ
ミ
ー
ル
通
り
に
店
舗
を
構
え
、
同
市
の
有
力
な
綿
製

品
製
造
業
者
か
つ
ア
メ
リ
カ
へ
の
輸
出
業
者
で
あ
っ
た
エ
ラ
ス

モ
・
デ
・
ゴ
ニ
マE

rasm
o
de

G
ōnim

a

と
取
引
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
し
か
分
か
ら
な
い
（
97
）
。
ま
た
、
イ
ラ
リ
オ
ン
・
ア
ス
カ
ラ
テ

と
バ
レ
ン
テ
ィ
ン
・
マ
ル
テ
ィ
ネ
ス
の
二
人
に
つ
い
て
は
、
今
の

と
こ
ろ
ど
う
い
う
人
物
か
不
明
で
あ
る
。

ハ
イ
メ
・
バ
デ
ィ
ア
は
商
売
だ
け
で
な
く
、
知
的
活
動
に
も
熱

心
だ
っ
た
と
い
う
意
味
で
異
色
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ー
ノ
で
あ
る
。
一

七
九
六
年
に
ト
ゥ
ラ
ダ
ン
バ
ー
ラ
（
タ
ラ
ゴ
ー
ナ
県
）
で
生
ま
れ
、

一
八
一
二
年
ご
ろ
砂
糖
産
業
の
中
心
の
一
つ
マ
タ
ン
サ
ス
に
渡
っ

た
。
叔
父
の
商
店
（
砂
糖
や
糖
蜜
の
仲
買
）
で
働
き
始
め
た
が
、

マ
タ
ン
サ
ス
の
改
革
派
グ
ル
ー
プ
と
親
交
を
結
ぶ
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
、
衛
生
や
医
療
な
ど
住
民
の
生
活
向
上
や
福
祉
の
た
め
に

一
定
の
社
会
改
革
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
新
聞
の
発

行
や
執
筆
活
動
を
行
っ
た
。
キ
ュ
ー
バ
で
の
改
革
を
一
切
認
め
な

い
タ
コ
ン
総
督
の
立
場
と
は
相
い
れ
な
か
っ
た
。
一
八
四
〇
年
に

は
米
国
へ
渡
っ
て
金
融
シ
ス
テ
ム
を
学
び
、
一
八
四
一
年
か
な
り

の
資
産
と
豊
富
な
経
済
知
識
を
も
っ
て
帰
国
し
た
（
98
）
。
彼
は
マ
タ
ン

史
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サ
ス
の
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
人
移
住
社
会
の
中
で
、
リ
ベ
ラ
ル
な
中
小

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
立
場
を
代
表
し
て
い
た
の
で
、
タ
コ
ン
総
督

に
近
い
ビ
ア
ダ
や
ト
レ
ン
ツ
な
ど
純
然
た
る
エ
ス
パ
ニ
ョ
リ
ス
タ

と
同
じ
立
場
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
最
初
の
意
見
書
で
示

さ
れ
た
奴
隷
貿
易
を
ピ
ラ
テ
リ
ア
（
海
賊
行
為
）
と
宣
言
す
べ
き
、

と
い
う
立
場
は
お
そ
ら
く
彼
の
主
張
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
（
99
）。
し
か
し
、
バ
デ
ィ
ア
の
よ
う
な
リ
ベ
ラ
ル
な
人
物
で
さ
え
、

植
民
地
支
配
の
根
幹
を
な
す
奴
隷
制
に
つ
い
て
は
非
常
に
慎
重
で

あ
っ
た
。
彼
が
奴
隷
制
擁
護
の
意
見
書
に
署
名
し
た
こ
と
は
、
当

時
の
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
に
お
け
る
知
的
エ
リ
ー
ト
の
「
限
界
」
を
示

し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

バ
ル
セ
ロ
ナ
評
議
会
は
、
二
つ
の
意
見
書
と
危
機
の
経
緯
を
一

つ
の
冊
子
に
ま
と
め
て
出
版
し
、
ア
ン
テ
ィ
ー
リ
ャ
ス
の
領
有
が

危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
世
間
に
宣
伝
し
よ
う
と
し
た
（
100
）
。

冊
子
は
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
選
出
の
国
会
議
員
や
ス
ペ
イ
ン
各
地
の
商

業
評
議
会
に
配
布
さ
れ
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
主
要
紙
『
デ
ィ
ア
リ

オ
・
デ
・
バ
ル
セ
ロ
ナD

iario
de

B
arcelona

』
や
『
エ
ル
・
コ

ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
シ
オ
ナ
ルE

lC
onstitucional

』
に
数
回
に
分
け

て
掲
載
さ
れ
た
（
１０１
）
。
当
時
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
新
聞
に
キ
ュ
ー
バ
な
ど
植

民
地
の
動
向
が
報
じ
ら
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
、
ま
し
て
や
ス
ペ
イ

ン
の
植
民
地
支
配
の
根
幹
に
か
か
わ
る
奴
隷
制
問
題
が
論
じ
ら
れ

る
こ
と
は
異
例
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
介
入
に
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ

の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
い
か
に
危
機
意
識
を
持
っ
て
い
た
か
が
分

か
る
。
突
然
掲
載
さ
れ
た
植
民
地
の
ニ
ュ
ー
ス
に
、
カ
タ
ル
ー
ニ

ャ
の
一
般
読
者
は
驚
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

そ
れ
で
は
こ
う
し
た
宣
伝
活
動
に
は
、
ど
の
よ
う
な
反
響
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
バ
ル
セ
ロ
ナ
商
業
評
議
会
の
史
料
に
は
、

断
片
的
な
が
ら
各
地
か
ら
の
手
紙
が
残
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

マ
ド
リ
ー
ド
の
商
業
評
議
会
は
、「
国
益
に
関
わ
る
問
題
の
重
要

性
を
鑑
み
、
西
領
ア
ン
テ
ィ
ー
リ
ャ
ス
諸
島
の
黒
人
解
放
計
画
が

重
大
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
つ
い
て
、
真
摯
で
敬
意
に
満
ち

た
声
を
エ
ス
パ
ル
テ
ー
ロ
摂
政
に
対
し
て
上
げ
る
べ
き
だ
と
判
断

し
ま
し
た
（
102
）
」（
一
八
四
二
年
四
月
）
と
い
う
返
事
を
送
っ
て
き
た
。

マ
ド
リ
ー
ド
で
は
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
に
な
ら
い
商
業
評
議
会
が
意
見

書
を
政
府
に
提
出
し
（
103
）
、
そ
れ
を
出
版
し
て
い
る
。
そ
の
序
に
は

「
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
商
業
評
議
会
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
大
い
に
刺

激
さ
れ
、
マ
ド
リ
ー
ド
の
評
議
会
も
積
極
的
に
こ
れ
に
協
力
す
る

こ
と
で
合
意
し
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
104
）
。
マ
ラ
ガ
の
評
議
会
か
ら

は
、「
こ
の
件
に
関
す
る
貴
評
議
会
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
、
わ

れ
わ
れ
に
高
揚
し
た
雰
囲
気
を
も
た
ら
し
ま
し
た
（
105
）
」（
一
八
四
二

年
五
月
二
日
）
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
問
題
の
発
生
地
ハ
バ
ナ
の
振

興
協
会
か
ら
も
、「
ア
ン
テ
ィ
ー
リ
ャ
ス
諸
島
と
国
の
威
信
、
カ

一
九
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
支
配
と
商
業
移
住
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

一
一
三
（
六
四
五
）



タ
ル
ー
ニ
ャ
と
ア
ン
テ
ィ
ー
リ
ャ
ス
と
の
商
業
関
係
の
命
運
が
か

か
っ
た
問
題
の
行
方
に
お
い
て
、
貴
評
議
会
の
意
見
と
声
明
が
明

ら
か
な
影
響
力
を
も
っ
た
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
に
満
足
の
意
を
表

し
ま
す
（
106
）
」（
四
月
二
八
日
）
と
謝
辞
が
届
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ハ
バ
ナ
か
ら
始
ま
っ
た
イ
ギ
リ
ス
批
判
と
奴
隷

制
擁
護
の
動
き
は
、
植
民
地
経
済
と
太
い
つ
な
が
り
を
も
つ
バ
ル

セ
ロ
ナ
を
経
由
し
て
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
マ
ド
リ
ー
ド
な
ど
ス
ペ

イ
ン
各
地
に
広
が
っ
た
。
商
業
評
議
会
に
組
織
さ
れ
た
カ
タ
ル
ー

ニ
ャ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
、
植
民
地
の
問
題
に
敏
感
に
反
応
し

た
こ
と
、
そ
し
て
彼
ら
の
中
で
ビ
ア
ダ
を
は
じ
め
イ
ン
デ
ィ
ア
ー

ノ
た
ち
が
植
民
地
問
題
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
と
し
て
中
心
的
な
役
割

を
果
た
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

お
わ
り
に

本
稿
は
ミ
ゲ
ル
・
ビ
ア
ダ
と
い
う
一
人
の
商
業
移
住
者
が
、
ス

ペ
イ
ン
の
植
民
地
シ
ス
テ
ム
の
再
編
と
そ
の
維
持
の
た
め
に
、
マ

ラ
カ
イ
ボ
、
ハ
バ
ナ
そ
し
て
バ
ル
セ
ロ
ナ
で
い
か
に
多
面
的
な
役

割
を
担
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
ビ
ア
ダ
は
ス
ペ
イ
ン
最

初
の
鉄
道
を
敷
い
た
人
物
と
し
て
、
そ
の
評
価
は
時
々
の
政
治
や

社
会
の
風
潮
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
鉄
道
敷
設

百
周
年
に
当
た
る
一
九
四
八
年
は
、
ス
ペ
イ
ン
内
戦
で
勝
利
し
た

フ
ラ
ン
コ
独
裁
政
権
の
時
期
で
あ
っ
た
。
政
権
は
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ

人
を
前
に
し
て
ビ
ア
ダ
を
「
祖
国
ス
ペ
イ
ン
の
た
め
に
犠
牲
を
払

っ
た
愛
国
者
（
107
）
」
と
し
て
称
揚
し
た
が
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
外
で
は

彼
の
功
績
を
無
視
し
た
（
108
）
。
さ
ら
に
五
〇
年
後
の
一
九
九
八
年
に
な

る
と
、
ス
ペ
イ
ン
は
民
主
化
を
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
も
広
範
な
自
治

権
を
獲
得
し
、
政
治
や
社
会
の
環
境
は
大
き
く
変
化
し
て
い
た
。

エ
ス
パ
ニ
ョ
リ
ス
タ
と
し
て
奴
隷
制
を
擁
護
し
た
ビ
ア
ダ
は
、
故

郷
の
マ
タ
ロ
ー
以
外
で
は
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な

っ
て
い
た
（
109
）
。

一
九
世
紀
後
半
か
ら
の
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
に
お
け
る
地
域
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
勃
興
や
そ
れ
に
伴
う
ス
ペ
イ
ン
中
央
と
の
軋
轢
・
対

立
の
歴
史
か
ら
す
れ
ば
、「
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
人
」
で
「
エ
ス
パ
ニ

ョ
リ
ス
タ
」
で
あ
っ
た
ビ
ア
ダ
の
姿
は
奇
妙
に
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
一
九
世
紀
前
半
、
カ
タ

ル
ー
ニ
ャ
の
商
業
移
住
者
た
ち
に
と
っ
て
、
ス
ペ
イ
ン
と
は
カ
リ

ブ
海
に
豊
か
な
植
民
地
を
領
有
す
る
「
帝
国
」
で
あ
り
、
米
西
戦

争
（
一
八
九
八
年
）
で
そ
れ
ら
す
べ
て
を
失
っ
た
ス
ペ
イ
ン
で
は

な
か
っ
た
。
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
出
身
で
か
つ
エ
ス
パ
ニ
ョ
リ
ス
タ
で

あ
る
こ
と
の
間
に
深
刻
な
矛
盾
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
外
交
危
機
の
分
析
か
ら
も
分
か

る
よ
う
に
、
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
シ
ス
テ
ム
を
他
の
ど
の
地
域
よ

史

学
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一
巻

第
四
号
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四
（
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四
六
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り
も
必
要
と
し
た
の
は
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
キ
ュ
ー
バ
の
奴
隷
貿
易
や
奴
隷
制
に
対
す
る
経
済
エ

リ
ー
ト
た
ち
の
敏
感
な
反
応
か
ら
も
そ
れ
が
う
か
が
え
る
。
一
八

三
〇
〜
四
〇
年
代
に
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
が
示
し
た
植
民
地
問
題
へ
の

関
心
の
高
さ
は
、
世
紀
後
半
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
一
八
六

八
年
の
「
九
月
革
命
」
以
降
、
政
治
改
革
、
奴
隷
解
放
、
そ
し
て

第
一
次
キ
ュ
ー
バ
独
立
戦
争
と
立
て
続
け
に
植
民
地
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
た
と
き
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
経
済
エ
リ
ー
ト
は
、
植

民
地
秩
序
の
い
か
な
る
変
化
に
も
反
対
し
続
け
た
。
そ
の
「
原

型
」
を
エ
ス
パ
ニ
ョ
リ
ス
タ
そ
し
て
奴
隷
制
支
持
者
で
あ
っ
た
ビ

ア
ダ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
か
く
経
済
的
な

側
面
が
強
調
さ
れ
が
ち
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ー
ノ
で
あ
る
が
、
商
業
活

動
の
み
な
ら
ず
政
治
的
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
も
重
要
で
あ
り
、

大
西
洋
を
ま
た
ぐ
彼
ら
の
多
元
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
ス
ペ
イ

ン
と
カ
リ
ブ
海
植
民
地
と
の
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し

た
の
か
、
今
後
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

註（
１
）

Josep
M
aria

Fradera,
C
olonias

para
después

de
un

im
-

perio,
B
arcelona,edicions

bellatera,2005.

（
２
）
本
稿
で
は
取
引
先
の
ア
メ
リ
カ
各
地
に
長
年
居
住
し
て
、
商
品

の
売
買
に
従
事
す
る
商
人
を
商
業
移
住
者
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
場
合
、
家
族
経
営
が
支
配
的
で
、
移
住
者
は
何

年
か
経
過
す
る
と
家
族
や
親
族
の
誰
か
を
呼
び
寄
せ
て
交
代
す
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
商
業
移
住
者
に
つ
い
て
は

拙
稿
「
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
伝
統
的
社
会
の
変
容
と
人
の
移
動

―
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
キ
ュ
ー
バ
へ
の
移
住

―
」『
史
学
』
第
七
五
巻
第
四
号
（
二
〇
〇
七
年
三
月
）
を
参
照
の

こ
と
。

（
３
）
各
地
域
の
移
民
動
向
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
以
下
を
参
照
。An-

tonio
E
iras

R
oel

（ed.

）La
em

igración
española

a
U
ltram

ar,
1492

�1914,
M
adrid,E

diciones
T
abapress,1991.

カ
タ
ル
ー

ニ
ャ
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。B

irgit
Sonesson,C

atalanes
en

las
A
ntillas.

U
n
estudio

de
casos,

C
olom

bres

（A
sturias

）,
Fundación

A
rchivo

de
Indianos,

1995.
C
ésar

Y
añez

G
a-

llardo,
Saltar

con
red.

La
tem

prana
em

igración
catalana

a
A
m
érica.

1830

�1870,
M
adrid,A

lianza,1996.

（
４
）
帰
国
者
に
関
す
る
研
究
と
し
て
以
下
が
あ
る
。Josefina

C
uesta

B
ustillo

（coord.

）,R
etornos

（D
e
exilios

y
m
igracio-

nes

）,
M
adrid

,
Fundación

Largo
C
aballero

,
1999.

X
osé

N
úñez

Seixas
,E

m
igrantes,

caciques
e

indianos,
V
igo

,
X
erais

de
G
alicia,1998.P.G

óm
ez

G
óm

ez

（coord.

）,D
e
A
s-

turias
a
A
m
érica

:C
uba,

1850

�1930
:la

com
unidad

asturi-
ana

de
C
uba,

C
olom

bres,
Fundación

A
rchivo

de
Indianos,

1996.

カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ー
ノ
研
究
に
つ
い
て
は
以
下

を
参
照
。M

artín
R
odrigo

y
A
lharilla,

Los
M
arqueses

de
C
om

illas.
A
ntonio

y
C
laudio

López,
1817

�1925,
M
adrid

,
LID

E
ditorialE

m
presarial,2001,

同
じ
くIndians

a
C
atalu-

一
九
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
支
配
と
商
業
移
住
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

一
一
五
（
六
四
七
）



nya
:
capitals

cubans
en

l’econom
ia

catalana
,
B
arcelona,

Fundació
N
oguera,2007.

（
５
）

Jordi
M
aluquer

de
M
otes,

“La
burgesia

catalana
i
l’es-

clavitud
colonial:M

odes
de

producció
i
práctica

política”,
R
ecerques,

núm
.
3,

1974.
pp.

83

�136.
J.

M
.
Fradera,

“La
participació

catalana
en

el
tràfic

d’esclaus

（1789

�1845

）”,
R
ecerques,

núm
.16,1984,pp.119

�139.

（
６
）
フ
ラ
デ
ー
ラ
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
自
由
主
義
政
権
に
よ
る
植
民
地

シ
ス
テ
ム
構
築
の
中
で
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
が
自
ら
の
利
害
を
ど
う

擁
護
し
た
か
、
そ
の
研
究
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。Josep

M
aria

Fradera,“La
im

portància
de

tenir
colónies.

E
l
m
arc

històric
de

la
participació

catalana
en

el
com

plex
espanyol

d’ultram
ar”,

per
Josep

M
.
Fradera,

en
C
atalunya

i
U
ltra-

m
ar.

Poder
i
negoci

a
les

colónies
espanyoles

（1750

�1914

）,
B
arcelona,1995.

（
７
）
公
式
の
渡
航
記
録
に
よ
る
と
、
一
九
世
紀
最
初
の
三
五
年
間
に

キ
ュ
ー
バ
に
移
住
し
た
者
（
総
数
四
二
四
九
人
）
の
う
ち
、
カ
タ

ル
ー
ニ
ャ
人
が
全
体
の
五
八
・
二
％
（
二
四
七
五
人
）
と
最
大
で

あ
る
。
次
に
続
く
ア
ス
ト
ゥ
ー
リ
ア
ス
（
一
四
％
）
や
バ
ス
ク

（
九
％
）
な
ど
と
は
大
き
な
開
き
が
あ
る
。
一
九
世
紀
前
半
の
カ
タ

ル
ー
ニ
ャ
の
移
住
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。
八
嶋
、
前
掲
書
、

七
七
頁
。

（
８
）
彼
の
ア
メ
リ
カ
経
験
も
含
め
た
最
も
詳
細
な
伝
記
はM

anuel
C
usachs

iC
orredor,M

iquel
B
iada

i
B
unyol

（1789

�1848

）.
L’hom

e,
l’indià

i
el

prom
otor

del
tren

de
B
arcelona

a
M
ataró

（1848

）,M
ataró,2007.

（
９
）

Zulim
ar

M
aldonado

V
iloria,

“Las
ciudades

disidentes
durante

la
independencia

de
V
enezuela

:el
caso

de
M
ara-

caibo”,
R
evista

de
C
iencias

Sociales,
vol.

11,
núm

.1,
abril

de
2005,p.6.

（http://w
w
w
.scielo.org.ve

）

（
１０
）

C
usachs,op.

cit.,pp.27

�29.

奴
隷
貿
易
は
一
八
二
〇
年
ま

で
合
法
的
で
あ
っ
た
。

（
１１
）
証
言
は
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
七
世
の
死
去
後
、
最
初
の
自
由
主
義
政

権
が
誕
生
し
た
翌
年
の
一
八
三
四
年
一
月
に
行
わ
れ
た
。
す
で
に

ミ
ゲ
ル
・
ビ
ア
ダ
や
知
人
た
ち
は
キ
ュ
ー
バ
に
居
を
移
し
て
い
た
。

キ
ュ
ー
バ
東
端
の
港
町
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
ク
ー
バ
は
、
マ
ラ

カ
イ
ボ
か
ら
北
西
に
海
上
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
地
点
に
位
置
し
、
マ

ラ
カ
イ
ボ
で
敗
れ
た
軍
人
や
商
人
が
好
ん
で
移
住
し
た
場
所
で
あ

る
。
証
言
者
九
人
の
う
ち
ト
リ
ニ
ダ
ー
に
住
む
フ
ア
ン
・
Ｂ
・
ク

デ
ィ
ー
ナ
を
除
い
て
全
員
が
こ
の
町
に
暮
ら
し
て
い
た
。
彼
ら
の

証
言
文
は
以
下
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。Zenón

de
Poly

A
lguer,

Los
B
aralt

y
su

linaje
en

A
m
érica,

A
renys

de
M
ar

（B
arce-

lona

）,ZPA
E
diciones,2006,pp.101

�107,
C
usachs,

op.
cit.,

pp.30

�32.

（
１２
）
船
長
・
船
乗
り
が
海
で
命
を
落
と
し
た
場
合
、
そ
の
息
子
た
ち

の
中
で
「
特
に
明
敏
で
役
立
つ
と
み
な
さ
れ
た
者
」
は
、「
見
習
い

水
夫pajes

」
と
し
て
海
軍
に
集
め
ら
れ
た
。
ア
レ
ニ
ス
・
ダ
・
マ

ル
航
海
学
校
を
開
設
し
た
ホ
セ
・
バ
ラ
ル
ト
も
エ
ル
・
フ
ェ
ロ
ル

の
海
軍
学
校
で
操
舵
術
の
腕
を
磨
き
、
王
令
に
よ
り
自
分
の
船
で

何
度
か
対
英
戦
に
参
加
し
た
。Poly

A
lguer,op.

cit.,
pp.32

�

34.

（
１３
）
一
八
一
〇
年
マ
ル
ケ
ル
・
デ
・
ト
ロ
将
軍
率
い
る
カ
ラ
カ
ス
か

史

学

第
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一
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ら
の
自
由
解
放
軍
は
、
マ
ラ
カ
イ
ボ
と
並
び
王
党
派
の
拠
点
で
あ

っ
た
コ
ロ
の
町
を
攻
撃
し
た
。

（
１４
）

C
usachs,op.

cit.,
p.31.

（
１５
）

V
irginia

G
uedea,

“Los
indios

voluntarios
de

Fernando
V
II”,

E
studios

de
H
istoria

M
oderna

y
C
ontem

poránea
de

M
éxico,

vol.
10,

D
ocum

ento
123,

Prim
era

parte,
pp.

6

�7.

（http://w
w
w
.historicas.unam

.m
x

）

（
１６
）
一
七
七
九
年
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
港
町
ア
レ
ニ
ス
・
ダ
・
マ
ル
で

生
ま
れ
。
一
〇
歳
で
航
海
学
校
に
入
学
し
操
舵
士
の
資
格
を
取
得

後
、
マ
ラ
カ
イ
ボ
で
商
売
を
す
る
叔
父
イ
グ
ナ
シ
オ
・
バ
ラ
ル
ト

を
頼
っ
て
移
住
し
た
。
商
業
に
従
事
し
な
が
ら
、
マ
ラ
カ
イ
ボ
の

旧
家
セ
リ
ス
家
の
娘
と
結
婚
し
、
市
政
、
港
湾
施
設
、
警
察
組
織

な
ど
で
要
職
を
歴
任
し
た
。
敗
戦
後
、
キ
ュ
ー
バ
の
サ
ン
テ
ィ
ア

ゴ
に
移
住
、
一
八
五
五
年
に
死
去
し
た
。Poly

A
lguer,op.cit.,

pp.92

�95.

（
１７
）

Ibid.,
p.102.

（
１８
）

C
usachs,op.

cit.,
p.31.

（
１９
）
一
九
四
八
年
一
〇
月
二
八
日
、
鉄
道
開
設
百
周
年
記
念
行
事
に

出
席
し
た
フ
ラ
ン
コ
政
権
時
代
の
公
共
事
業
相
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ

ス
・
ラ
ド
レ
ラ
は
、
マ
タ
ロ
ー
市
民
を
前
に
、
ビ
ア
ダ
を
「
船
乗

り
で
軍
人
の
、
全
き
ス
ペ
イ
ン
人
」
と
評
し
た
。
さ
ら
に
「
そ
の

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
と
労
働
で
ス
ペ
イ
ン
に
偉
大
な
る
栄
光
を
も
た

ら
し
」「
と
り
わ
け
て
カ
ト
リ
ッ
ク
」と
続
け
た
。La

V
anguardia,

29
de

octubre
de

1948,p.3.

（
２０
）
実
際
に
勲
章
を
受
け
取
っ
た
の
は
、
彼
が
キ
ュ
ー
バ
か
ら
帰
国

し
た
一
八
四
〇
年
で
あ
っ
た
。

（
２１
）

M
anuel

M
oreno

Fraginals,
“Im

m
igració,

lleves
i
gue-

rres
colonials.

E
l
cas

cubà
:
1834

�1878
”,

3
es

Jornades
d’E

studis
C
atalano-A

m
ericans,

B
arcelona,

G
eneralitat

de
C
atalunya,A

bril1988,p.27.

（
２２
）

C
usachs,op.

cit.,
pp.35

�36.

（
２３
）
総
督
府
は
軍
事
と
行
政
の
二
つ
の
部
署
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

秘
書
官
（Secretario

）
と“chupatintas”

と
よ
ば
れ
る
三
〜
四

人
の
事
務
官
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
前
者
は
大
佐
、
後
者
は
大

尉
が
務
め
た
。M

iguelT
acón,C

orrespondencia
R
eservada

del
C
apitan

G
eneral

D
on

M
iguel

T
acón

con
el

gobierno
de

M
a-

drid,
1834

�1836,
La

H
abana,

C
onsejo

N
acional

de
C
ul-

tura,B
iblioteca

N
acionalde

José
M
arti,1963,p.38.

（
２４
）
キ
ュ
ー
バ
の
歴
史
家
ラ
ミ
ー
ロ
・
ゲ
ー
ラ
に
よ
る
と
、
キ
ュ
ー

バ
の
寡
頭
支
配
層
は
大
き
く
二
つ
の
集
団
に
分
か
れ
て
い
た
。
一

つ
は
様
々
な
特
権
を
も
つ
少
数
の
貴
族
で
、
王
室
や
軍
上
層
部
と

結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
た
。
も
う
一
つ
は
よ
り
多
数
の
富
裕
地
主

か
ら
な
り
、
ハ
バ
ナ
や
ト
リ
ニ
ダ
ー
を
は
じ
め
各
地
に
大
農
園
を

所
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
二
つ
の
集
団
間
は
は
っ
き
り
区
別
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。Ram

iro
G
uerra,M

anual
de

H
istoria

de
C
uba,

La
H
abana,

E
ditorial

Pueblo
y
E
ducación,

1985,
p.

347.

（
２５
）

T
acón,op.

cit.,
p.195.

（
２６
）
有
力
ク
リ
オ
ー
リ
ョ
と
総
督
と
の
対
立
関
係
は
微
妙
で
あ
っ
た
。

砂
糖
プ
ラ
ン
タ
ー
は
多
数
の
黒
人
奴
隷
を
抱
え
て
い
た
の
で
、
自

由
主
義
改
革
に
よ
っ
て
植
民
地
の
秩
序
が
弛
緩
し
、
彼
ら
が
反
乱

を
起
こ
す
こ
と
を
極
度
に
恐
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
ハ
イ
チ
革
命

一
九
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
支
配
と
商
業
移
住
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

一
一
七
（
六
四
九
）



再
来
へ
の
恐
怖
心
か
ら
、
本
国
の
植
民
地
支
配
を
嫌
い
な
が
ら
も
、

そ
の
維
持
の
た
め
に
砂
糖
生
産
・
販
売
か
ら
の
収
益
を
一
部
国
に

差
し
出
す
こ
と
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
か
っ
た
。

（
２７
）

Ibid.,
p.41.

（
２８
）
解
放
奴
隷
と
は
イ
ギ
リ
ス
の
監
視
艇
に
よ
っ
て
奴
隷
船
か
ら
救

出
さ
れ
、
ハ
バ
ナ
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
黒
人
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。

マ
ド
リ
ー
ド
駐
在
公
使
ジ
ョ
ー
ジ
・
ヴ
ィ
ラ
ー
ズ
に
よ
る
と
、
解

放
奴
隷
た
ち
は
自
由
な
労
働
者
と
し
て
の
生
活
を
送
れ
る
ど
こ
ろ

か
、
解
放
奴
隷
保
護
官
（
注
八
七
参
照
）
の
監
視
の
目
の
と
ど
か

な
い
内
陸
部
の
農
園
に
廉
価
で
「
貸
し
出
さ
れ
」（
九
オ
ン
ス
の
金

貨
�
奴
隷
一
人
当
た
り
の
価
格
の
三
分
の
一
）、
実
質
的
な
奴
隷
状

態
に
置
か
れ
て
い
た
。A

rchivo
H
istórico

N
acional

（M
adrid

）,
Sección

de
E
stado,Leg.N

o.8035.

（
２９
）
ア
フ
リ
カ
沖
で
イ
ギ
リ
ス
艦
船
に
拿
捕
さ
れ
た
奴
隷
船
を
裁
く

た
め
に
、
一
八
一
七
年
の
奴
隷
貿
易
禁
止
協
定
で
設
置
さ
れ
た
機

関
。

（
３０
）

Fradera,“La
participació

catalana”,p.126.

（
３１
）

B
iblioteca

de
C
atalunya,

F
.
B
on.

14696.,“A
l
Público,

la
Junta

Superior
de

A
rm

am
ento

y
D
efensa

de
esta

provincia
de

B
arcelona,----”,B

arcelona,s.n.,1838
o
post.

キ
ュ
ー
バ
経

済
が
不
景
気
の
た
め
、
期
待
し
て
い
た
ほ
ど
集
ま
ら
な
か
っ
た
と

さ
れ
る
が
、
こ
の
資
金
は
ロ
ン
ド
ン
を
経
由
し
て
翌
年
の
夏
に
バ

ル
セ
ロ
ナ
へ
送
金
さ
れ
た
。
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
評
議
会
は
「
こ
の
称

賛
に
値
す
る
奉
仕
」
に
対
し
て
「
限
り
な
い
満
足
と
感
謝
の
念
」

を
表
明
し
て
い
る
。Ibid.

（
３２
）
カ
デ
ィ
ス
憲
法
（
一
八
一
二
年
）
は
、
三
〇
〜
五
〇
歳
の
全
ス

ペ
イ
ン
人
男
性
に
ミ
リ
シ
ア
・
ナ
シ
オ
ナ
ル
へ
の
参
加
を
義
務
づ

け
て
い
た
。

（
３３
）
財
務
長
官
は
総
督
に
対
し
財
政
面
で
の
独
立
性
を
保
っ
て
い
た
。

長
年
長
官
を
務
め
て
い
た
ピ
ニ
ー
リ
ョ
ス
は
、
砂
糖
プ
ラ
ン
タ
ー

の
間
に
絶
大
な
影
響
力
を
も
ち
、
総
督
と
激
し
く
対
立
し
た
。

（
３４
）
ビ
ラ
ノ
バ
・
イ
・
ラ
・
ジ
ャ
ル
ト
ル
ー
（
バ
ル
セ
ロ
ナ
県
）
出

身
の
一
族
で
、
ハ
バ
ナ
を
拠
点
に
奴
隷
取
引
や
奴
隷
船
の
艤
装
に

よ
っ
て
勢
力
を
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
バ
ス
ク
出
身
の

有
力
奴
隷
商
ス
ル
エ
タ
家
と
婚
姻
を
通
し
て
結
び
つ
き
、「
奴
隷
の

密
貿
易
か
ら
生
ま
れ
た
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
貴
族
の
頂
点
」
を
形
成
す

る
に
至
る
。M

anuelM
oreno

Fraginal,E
l
Ingenio

:C
om

plejo
E
conóm

ico
Social

C
ubano

del
A
zúcar,

B
arcelona,

C
rítica,

2001,p.223.

（
３５
）
一
八
〇
六
年
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
内
陸
の
モ
イ
ア
ー
で
生
ま
れ
、
バ

ル
セ
ロ
ナ
で
「
読
み
書
き
そ
ろ
ば
ん
」
と
帽
子
製
造
の
技
術
を
見

に
つ
け
る
。
一
九
歳
で
ハ
バ
ナ
へ
移
住
し
、
帽
子
・
皮
革
製
品
の

職
人
と
し
て
成
功
す
る
。
そ
の
後
、
食
肉
会
社
や
砂
糖
、
コ
ー
ヒ

ー
な
ど
を
輸
出
す
る
商
社
を
設
立
し
た
。
共
同
経
営
者M

・
パ
ス

ト
ー
ル
は
奴
隷
貿
易
を
行
っ
て
い
た
の
で
、
彼
も
そ
こ
か
ら
利
益

を
得
た
可
能
性
が
あ
る
。
ト
レ
ン
ツ
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。

A
.M

asriera,O
liendo

a
brea.

H
om

bre,
naves,

hechos
y
cosas

de
m
ar

de
la

C
ataluña

ochocentista,
B
arcelona,

Políglota,
1926,pp.93

�97.R
odrigo,Indians

a
C
atalunya,

pp.78

�85.
（
３６
）

A
rxiu

C
om

arcal
de

M
ataró,

D
istricte

N
otarial,

A
nton

Sim
ón,18

X
II

1848,f.373

�384.

（
３７
）

C
usachs,op.

cit.
p.56.

史

学

第
八
一
巻

第
四
号

一
一
八
（
六
五
〇
）



（
３８
）
キ
ュ
ー
バ
に
お
け
る
民
兵
は
入
植
の
初
期
段
階
か
ら
様
々
な
か

た
ち
で
存
在
し
て
き
た
。
一
七
六
九
年
の
法
令
で
は
、
ハ
バ
ナ
、

キ
ュ
ー
バ
、
バ
ヤ
モ
、
プ
エ
ル
ト
・
プ
リ
ン
シ
ペ
、
ク
ア
ト
ロ
・

ビ
リ
ャ
ス
で
民
兵
隊
が
結
成
さ
れ
、
歩
兵
総
数
六
七
〇
〇
人
、
騎

馬
総
数
八
〇
〇
人
に
上
っ
た
。
ハ
バ
ナ
、
キ
ュ
ー
バ
、
バ
ヤ
モ
に

は
「
パ
ル
ド
（
白
人
と
黒
人
と
の
混
血
）」
大
隊
が
、
さ
ら
に
ハ
バ

ナ
で
は
自
由
身
分
の
非
白
人
未
成
年
者
か
ら
な
る
「
メ
ノ
レ
ス
・

リ
ブ
レ
ス
」
大
隊
も
結
成
さ
れ
た
。

（
３９
）
本
国
で
立
憲
制
が
成
立
す
る
と
、
自
由
主
義
的
な
動
き
は
キ
ュ

ー
バ
に
も
波
及
し
、
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
統
治
を
動
揺
さ
せ
た
。

「
自
由
主
義
の
三
年
間
」（
一
八
二
〇
―
二
三
年
）
に
は
、
自
由
化

を
求
め
るoreilistas

（
ク
リ
オ
ー
リ
ョ
）
と
そ
れ
に
反
対
す
る

piñeristas

（
ペ
ニ
ン
ス
ラ
ー
ル
）
と
い
う
二
つ
の
集
団
間
で
対
立

が
激
化
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
民
兵
を
抱
え
て
い
た
の
で
、
一
触
即

発
の
事
態
に
至
っ
た
。
キ
ン
デ
ラ
ン
総
督
は
双
方
を
説
得
し
、
お

互
い
が
自
主
的
に
解
散
す
る
こ
と
で
か
ろ
う
じ
て
決
着
を
み
た
。

（
４０
）
一
八
三
二
年
に
そ
れ
ま
で
の
ハ
バ
ナ
商
務
館R

ealC
onsulado

de
A
gricultura,Industria

y
C
om

ercio

が
廃
止
さ
れ
、
新
た
に

設
立
さ
れ
た
経
済
の
統
括
団
体
。
鉄
道
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
や

移
民
の
奨
励
な
ど
産
業
の
振
興
を
図
る
役
割
を
も
つ
。

（
４１
）

G
uerra,op.

cit.,
p.367.

（
４２
）

T
acón,op.

cit.,
p.199.

（
４３
）

Ibid.

（
４４
）
キ
ュ
ー
バ
の
行
政
区
は
西
（San

C
ristobalde

la
H
abana

）

と
東
（Santiago

de
C
uba

）
に
分
か
れ
、
長
官
は
そ
れ
ぞ
れ
独

立
し
た
形
で
統
治
し
て
い
た
。
し
か
し
、
軍
事
面
で
は
西
の
行
政

長
官
が
総
督
を
兼
ね
、
西
・
中
・
東
部
と
三
つ
に
分
か
れ
た
軍
管

区
（departam

ento

）
の
全
て
を
統
括
し
た
。D

avid
T
urnbull,

T
ravels

in
the

W
est.

C
uba

w
ith

notices
of

Porto
R
ico,

and
the

slave
trade,

London,
Longm

an,
1840,

pp.
243

�244.

タ

コ
ン
総
督
は
自
由
主
義
穏
健
派
の
マ
ル
テ
ィ
ネ
ス
・
デ
・
ラ
・
ロ

サ
政
権
に
よ
っ
て
、
一
方
ロ
レ
ン
ソ
長
官
は
進
歩
派
メ
ン
デ
ィ
サ

バ
ル
政
権
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
。

（
４５
）
島
の
東
西
の
政
治
的
対
立
は
、
社
会
・
経
済
構
造
の
違
い
も
背

景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
砂
糖
産
業
は
キ
ュ
ー
バ
島
西
部

に
集
中
し
、
奴
隷
反
乱
を
恐
れ
る
有
力
プ
ラ
ン
タ
ー
た
ち
は
、
植

民
地
社
会
の
秩
序
維
持
を
重
視
す
る
タ
コ
ン
を
支
持
し
た
。
他
方
、

島
の
東
部
で
は
タ
バ
コ
栽
培
や
牧
畜
な
ど
よ
り
多
様
な
農
業
が
行

わ
れ
、
総
人
口
に
占
め
る
奴
隷
の
比
重
も
西
部
よ
り
低
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
政
治
社
会
の
変
革
を
求
め
る
自
由
主
義
的
な
風
潮
が

強
か
っ
た
。

（
４６
）

C
usachs,op.

cit.,
p.56.

（
４７
）

Jacobo
de

la
Pezuela,

H
istoria

de
la

isla
de

C
uba,

M
a-

drid,C
.B

ailly-B
aillière,1868

�1878,vol3

�4,pp.298

�299.

（
４８
）

Jesus
R
aulN

avarro
G
arcía,

E
ntre

esclavos
y
constitucio-

nes,
el

colonialism
o
liberal

de
1837

en
C
uba

,
Sevilla,

E
s-

cuela
de

E
studios

H
ispano-A

m
ericanos

de
Sevilla,

1991,
pp.215

�217

（A
pendice

II

）.
（
４９
）
フ
ア
ン
・
バ
カ
ル
デ
ィ
は
シ
ッ
チ
ャ
ス
生
ま
れ
の
タ
ラ
ゴ
ー
ナ

産
ワ
イ
ン
を
扱
う
商
人
で
、
一
八
三
〇
年
家
族
と
共
に
サ
ン
テ
ィ

ア
ゴ
へ
移
り
住
ん
だ
。
息
子
フ
ァ
ク
ン
ド
は
一
八
五
二
年
に
ロ
ン

の
製
造
を
始
め
、
六
二
年
に
バ
カ
ル
デ
ィ
社
を
設
立
し
た
。

一
九
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
支
配
と
商
業
移
住
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

一
一
九
（
六
五
一
）



（
５０
）
カ
ン
タ
ブ
リ
ア
出
身
の
著
名
な
イ
ン
デ
ィ
ア
ー
ノ
。
サ
ン
テ
ィ

ア
ゴ
時
代
は
、
島
に
運
び
込
ま
れ
た
奴
隷
を
ハ
バ
ナ
や
マ
タ
ン
サ

ス
な
ど
製
糖
所
の
あ
る
町
に
運
び
、
高
値
で
売
り
つ
け
て
い
た
。

奴
隷
売
買
で
財
を
成
し
た
後
、
帰
国
し
て
バ
ル
セ
ロ
ナ
に
居
を
定

め
た
。「
ラ
・
ト
ラ
サ
ト
ラ
ン
テ
ィ
カ
（
大
西
洋
横
断
社
）」
を
設

立
し
、
ア
フ
リ
カ
戦
争
や
キ
ュ
ー
バ
の
第
一
次
独
立
戦
争
時
に
は

兵
隊
や
物
資
を
運
搬
し
、
そ
の
貢
献
に
よ
っ
て
コ
ミ
ー
リ
ャ
ス
侯

爵
に
叙
任
さ
れ
た
。

（
５１
）
シ
ッ
チ
ャ
ス
（
バ
ル
セ
ロ
ナ
県
）
か
ら
マ
ラ
カ
イ
ボ
に
移
住
し

た
一
族
。
マ
ラ
カ
イ
ボ
陥
落
後
、
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
ク
ー
バ

に
移
り
住
ん
だ
。
そ
の
後
、
一
族
は
バ
ル
セ
ロ
ナ
に
戻
り
、
金
融

業
を
営
ん
だ
。

（
５２
）
ア
ル
タ
フ
リ
ャ
（
タ
ラ
ゴ
ー
ナ
県
）
の
出
身
で
、
ジ
ャ
マ
イ
カ

に
も
親
族
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
つ
商
人
一
族
。

（
５３
）
マ
ソ
ー
家
は
シ
ッ
チ
ャ
ス
（
バ
ル
セ
ロ
ナ
県
）
出
身
で
、
バ
ラ

ダ
ッ
ト
家
や
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ロ
ペ
ス
と
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
。

（
５４
）

J.M
aluquer

de
M
otes,“L’em

igració
catalana

a
A
m
èrica

durant
la

prim
era

m
eitat

del
seglo

X
IX

.
U
na

valoració
global”,3

es
Jornades

d’E
studis

C
atalano-A

m
ericans,

p.166.

（
５５
）

Jaim
e

C
astellvi

T
oda,

B
iografía

de
D
.
M
iguel

B
iada

B
unyol,

propulsor
de

“E
l
C
arril

de
M
ataró”

prim
er

tren
en

E
spaña,

M
ataró,Im

prenta
M
inerva,1947

（
頁
数
無
し
）

（
５６
）

Ibid.,

（
頁
数
無
し
）

（
５７
）
民
兵
隊
へ
の
一
八
三
九
年
度
予
算
は
一
九
万
一
二
〇
四
ペ
セ
タ

に
上
っ
た
。T

acón,op.
cit.,p.204.

（
５８
）
ス
ペ
イ
ン
政
府
は
当
初
、
タ
ー
ン
ブ
ル
が
ど
ん
な
人
物
か
知
ら

な
か
っ
た
よ
う
で
、
何
の
問
題
も
な
く
領
事
認
可
状
が
発
行
さ
れ

た
。

（
５９
）

D
iario

de
B
arcelona

,
24

de
diciem

bre
de

1841,
núm

.
358,p.5285.

（
６０
）
一
八
一
七
年
協
定
に
よ
っ
て
設
置
が
決
め
ら
れ
た
奴
隷
の
密
貿

易
を
裁
く
特
別
法
廷
。
英
・
西
両
国
か
ら
二
名
ず
つ
の
コ
ミ
ッ
シ

ョ
ナ
ー
で
構
成
さ
れ
る
。
ス
ペ
イ
ン
人
か
ら
は
「
外
国
人
に
よ
る

異
端
審
問
所
」
と
評
判
が
悪
か
っ
た
。

（
６１
）

Jover
Zam

ora,op.
cit.,

p.910.

（
６２
）

T
he

T
im

es,
D
ecem

ber
29,1841,p.6.

（
６３
）

A
rthur

F.C
orw

in,Spain
and

the
A
bolition

of
Slavery

in
C
uba,

1817

�1886,
A
ustin,U

niversity
of

T
exas

Press,1967,
p.59.

（
６４
）
イ
ギ
リ
ス
は
、
絶
対
主
義
勢
力
を
支
援
す
る
露
・
プ
ロ
シ
ア
・

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
対
抗
し
て
、
イ
サ
ベ
ル
女
王
統
治
下
の
ス
ペ
イ

ン
自
由
主
義
体
制
を
支
援
し
て
い
た
。
ま
た
、
エ
ス
パ
ル
テ
ー
ロ

は
ド
ゥ
エ
ロ
川
航
行
を
め
ぐ
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
の
紛
争
、
教
皇
庁

や
フ
ラ
ン
ス
と
の
関
係
悪
化
と
い
っ
た
外
交
問
題
で
、
イ
ギ
リ
ス

の
調
停
や
支
援
を
必
要
と
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
海
外
に
お
け
る

ス
ペ
イ
ン
国
債
の
主
な
購
入
者
は
イ
ギ
リ
ス
の
中
産
階
級
で
、
彼

ら
は
パ
ー
マ
ス
ト
ン
が
所
属
す
る
ホ
イ
ッ
グ
党
の
支
持
者
で
も
あ

っ
た
。Fernando

A
rm

ario
Sánchez,

“Las
relaciones

entre
E
spaña

y
G
ran

B
retaña

durante
la

regencia
de

E
spartero

（1840

�1843

）,C
uadernos

de
H
istoria

M
oderna

y
C
ontem

-
poránea,

vol.5,M
adrid,1984,p.149.

（
６５
）

E
l
E
co

del
C
om

ercio,
5
de

enero
de

1841,núm
.
2441,

p.

史

学

第
八
一
巻

第
四
号

一
二
〇
（
六
五
二
）



4.

（
６６
）

La
C
arta

de
M
anuel

C
astro

Palom
ino

a
D
.
del

M
onte

（H
abana,

15
Septiem

bre
de

1841

）C
entón

epistolario
de

D
om

ingo
del

M
onte,

vol.
3,

La
H
abana,

Im
agen

C
ontem

-
poránea,2002,p.48.

（
６７
）

Fernando
A
rm

ario
Sánchez,

“E
sclavitud

y
abolicio-

nism
o
en

C
uba

durante
la

regencia
de

E
spartero”,

Fran-
cisco

de
Solano

（coord.

）,E
sclavitud

y
derechos

hum
anos,

M
adrid,1986,pp.392

�393.

（
６８
）
バ
ル
セ
ロ
ナ
商
業
裁
判
所
は
バ
ル
セ
ロ
ナ
商
業
評
議
会
の
メ
ン

バ
ー
か
ら
毎
年
選
出
さ
れ
る
。

（
６９
）
ハ
バ
ナ
の
商
業
裁
判
所
は
、
一
八
三
二
年
旧
ハ
バ
ナ
商
務
館
か

ら
振
興
協
会
が
分
離
独
立
し
た
と
き
、
残
っ
た
商
業
裁
判
の
機
能

を
引
き
継
い
で
設
立
さ
れ
た
。

（
７０
）

C
orw

in,op.
cit.,

p.72.

（
７１
）

FJC
B
,llibres

d’acords,any
1841

（JC
56

）,7
de

junio
de

1841.

（
７２
）

FJC
B
,
Lligall

LX
,
no.3,

1841

�42,
C
om

isión
del

C
om

er-
cio,17

de
junio

1841.

（
７３
）

Fons
de

Junta
de

C
om

erç,
caixa85,

Lligall
LX

,
A
nys

1840

�1844,núm
.3.

彼
の
演
説
内
容
は
全
て
こ
こ
か
ら
の
引
用
。

（
７４
）
ジ
ャ
マ
イ
カ
産
砂
糖
の
価
格
（
ロ
ン
ド
ン
）
は
、
一
八
三
四
年

（
徒
弟
制
開
始
）
に
は
１
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
ウ
ェ
イ
ト
（
�
五
〇
・
八

キ
ロ
）
に
つ
き
二
九
ポ
ン
ド
八
シ
リ
ン
グ
で
あ
っ
た
の
が
、
奴
隷

制
廃
止
が
完
全
実
施
さ
れ
た
一
八
三
八
年
に
は
三
三
ポ
ン
ド
八
シ

リ
ン
グ
へ
、
さ
ら
に
翌
年
に
は
四
九
ポ
ン
ド
一
シ
リ
ン
グ
へ
と
上

昇
し
た
。D

ouglas
H
all,F

ree
Jam

aica.
1838

�1865.
A
n
E
co-

nom
ic

H
istory,

A
ylesbury

（U
.K

.

）,G
inn

and
C
om

pany
,

1998,p.270.

（
７５
）

A
rchivo

H
istórico

N
acional,E

stado,leg.8083.

（
７６
）

T
he

M
orning

Journal,M
arch

9,1842.

（
７７
）

D
avid

M
urray,

O
dious

C
om

m
erce.

B
ritain

,
Spain

and
the

abolition
of

the
C
uban

slave
trade,

C
am

bridge
U
niver-

sity
Press,1980,p.216.

（
７８
）
タ
ー
ン
ブ
ル
は
後
に
上
院
の
委
員
会
で
「
キ
ュ
ー
バ
の
奴
隷
貿

易
ほ
ど
手
ご
わ
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
奴
隷
貿
易
が
根
絶

さ
れ
れ
ば
、
彼
ら
は
我
々
に
全
く
か
な
わ
な
い
で
し
ょ
う
」
と
証

言
し
て
い
る
。Ibid.

エ
リ
ッ
ク
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
英
領
カ
リ

ブ
の
元
奴
隷
所
有
者
た
ち
が
こ
う
し
て
「
人
道
主
義
の
た
い
ま
つ

を
高
く
掲
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
皮
肉
っ
て
い
る
。
エ
リ
ッ

ク
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（
山
本
伸
監
訳
）『
資
本
主
義
と
奴
隷
制
』
明

石
書
店
、
一
九
九
四
年
、
二
五
七
―
二
五
八
頁
。

（
７９
）
バ
イ
ー
ア
（
ブ
ラ
ジ
ル
）
英
領
事
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
確
か
に

こ
の
船
は
一
八
三
七
年
五
月
バ
イ
ー
ア
か
ら
ア
フ
リ
カ
に
向
け
て

出
港
し
、
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
監
視
艇
に
よ
っ
て
拿
捕
さ
れ
、
シ
エ

ラ
・
レ
オ
ー
ネ
の
裁
判
所
に
訴
え
ら
れ
た
。C

orrespondence
w
ith

the
B
ritish

C
om

m
issioners

at
Sierra

Leone,
T
he

H
avana

,
R
io

de
Janeiro

and
Surinam

related
to

the
Slave

T
rade.

F
rom

M
ay

1
st.

1838
to

F
ebruary

2
nd.

1839,
Inclusive,

Lon-
don,W

.C
low

es
and

Sons,1839,p.433.

（
８０
）

E
l
N
acional,

22
de

m
ayo

de
1841,núm

.1972,p.2

（
８１
）

H
all,op.

cit.,
p.22,271.

一
九
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
支
配
と
商
業
移
住
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

一
二
一
（
六
五
三
）



（
８２
）
当
初
、
鉄
道
建
設
に
投
入
さ
れ
た
の
は
、
島
内
の
カ
ル
リ
ス
タ

囚
人
、
奴
隷
、
解
放
奴
隷
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
人
数
の
不
足
か

ら
、
カ
ナ
リ
ア
諸
島
出
身
者
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
や
ド
イ
ツ
人
な

ど
を
含
む
北
米
か
ら
の
契
約
労
働
者
も
送
り
こ
ま
れ
た
。
し
か
し
、

労
働
条
件
や
環
境
に
対
す
る
彼
ら
の
不
満
は
大
き
く
、
収
監
や
銃

殺
と
い
う
処
罰
が
待
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
多
く
が

逃
亡
し
た
。O

scar
Zanetti,A

lejandro
G
arcía,C

am
inos

para
el

azúcar,
La

H
abana,E

ditorialde
C
iencias

Sociales,
1987,

p.37.

（
８３
）

M
ario

H
ernández

y
Sanchez-B

arba,“D
avid

T
urnbull

y
la

esclavitud
en

C
uba”,

A
nuarios

de
E
studios

A
m
ericanos,

X
IV

,1957,p.289.

（
８４
）
当
時
イ
ギ
リ
ス
は
、
パ
ー
マ
ス
ト
ン
外
相
の
肝
い
り
で
、
仏
・

露
・
プ
・
�
の
間
で
奴
隷
貿
易
禁
止
条
約
を
協
議
中
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
十
二
月
二
〇
日
に
五
カ
国
協
定
と
し
て
結
実
す
る
。
そ
の

第
一
条
は
「
調
印
国
は
そ
の
国
民
が
奴
隷
貿
易
に
関
与
す
る
こ
と

を
禁
止
し
、
そ
れ
を
『
ピ
ラ
テ
リ
ア
（
海
賊
行
為
）』
と
宣
言
す

る
」
と
明
記
し
て
い
る
。
こ
の
国
際
条
約
は
、
ス
ペ
イ
ン
や
ポ
ル

ト
ガ
ル
な
ど
、
奴
隷
貿
易
を
継
続
す
る
国
々
を
け
ん
制
す
る
狙
い

が
あ
っ
た
。T
he

T
im

es,
D
ecem

ber
22,1841,p.4.

（
８５
）

Francisco
A
rnago

y
Parreño,

“R
epresentación

hecha
a

S.M
.
con

m
otivo

de
la

sublevación
de

los
esclavos

en
los

dom
inios

franceses
de

la
Isla

de
Santo

D
om

ingo”,
O
bras

del
E
xm

o.
Sr.

D
.
F
ranciso

A
rango

y
Parreño,

T
om

o
I,

La
H
abana

,1888,p.49.

（
８６
）

M
ariano

T
orrente,

C
uestión

im
portante

sobre
la

esclavi-

tud,
M
adrid,Im

pr.de
la

V
iuda

de
Jordan

é
H
ijos,

1841,
p.

12.

（
８７
）
解
放
奴
隷
保
護
官
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
ス
ペ
イ
ン
に
無
理
や
り
認

め
さ
せ
た
ポ
ス
ト
で
、
ス
ペ
イ
ン
の
法
律
は
も
と
よ
り
、
一
八
一

七
年
と
三
五
年
の
イ
ギ
リ
ス
と
の
協
定
に
お
い
て
も
規
定
が
な
い
。

（
８８
）
彼
は
、
か
つ
て
先
住
民
イ
ン
デ
ィ
オ
に
対
し
て
行
わ
れ
た
の
と

同
じ
、
過
酷
な
取
り
扱
い
が
黒
人
奴
隷
に
対
し
て
も
続
い
て
い
る

と
批
判
し
た
。R

.R
.M

adden,A
ddress

on
Slavery

in
C
uba,

presented
to

the
G
eneral

A
nti-Slavery

C
onvention

,
London,

Johnston
&

B
arrett,printers,1840,p.7.

（
８９
）
正
式
な
摂
政
に
就
任
し
た
エ
ス
パ
ル
テ
ー
ロ
は
、
一
八
四
一
年

五
月
進
歩
派
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ゴ
ン
サ
レ
ス
に
組
閣
を
依
頼
し
た
。

（
９０
）

Fons
de

Junta
de

C
om

erç,
Llibres

d’acords,
any

1841

（JC
56

）,19
de

julio
de

1841.

（
９１
）
バ
ル
セ
ロ
ナ
市
に
お
け
る
エ
ス
パ
ル
テ
ー
ロ
の
人
気
の
な
さ
は
、

一
八
四
一
年
二
月
の
選
挙
結
果
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
キ
ュ
ー
バ

か
ら
帰
国
し
た
ば
か
り
の
ハ
イ
メ
・
バ
デ
ィ
ア
が
四
九
八
二
票
を

獲
得
し
た
の
に
対
し
、
同
じ
進
歩
派
か
ら
立
候
補
し
た
将
軍
は
わ

ず
か
八
七
五
票
で
あ
っ
た
。
一
八
四
二
年
秋
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
で
反

エ
ス
パ
ル
テ
ー
ロ
の
暴
動
が
発
生
し
た
と
き
、
彼
は
モ
ン
ジ
ュ
イ

ッ
ク
の
丘
か
ら
市
街
に
砲
弾
を
撃
ち
込
む
と
い
う
強
硬
な
手
段
で

反
対
派
を
鎮
圧
し
た
。

（
９２
）
米
国
併
合
論
者
の
Ｇ
・
ベ
タ
ン
ク
ー
ル
は
、
奴
隷
制
に
対
す
る

キ
ュ
ー
バ
人
の
デ
リ
ケ
ー
ト
な
感
情
に
つ
い
て
「
こ
こ
で
は
人
は

ど
ん
な
に
能
力
が
あ
っ
て
も
、
教
育
を
受
け
て
い
て
も
、
あ
る
い

は
人
徳
者
で
あ
っ
て
も
、
こ
と
が
奴
隷
制
や
奴
隷
貿
易
の
話
に
な

史

学

第
八
一
巻

第
四
号
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二
二
（
六
五
四
）



る
と
、
み
ん
な
頭
が
お
か
し
く
な
る
。
ま
る
で
あ
の
ラ
・
マ
ン
チ

ャ
の
郷
士
が
、
騎
士
道
で
分
別
を
無
く
し
た
の
と
同
じ
だ
」
と
語

っ
て
い
る
。La

C
arta

de
“E

lLugareño”

（G
aspar

B
etancourt

C
isneros

）a
D
.
del

M
onte

（C
am

agüey
,
diciem

bre
de

1842
）,C

entón
epistolario

de
D
om

ingo
del

M
onte,

vol.
3,

p.
70.

（
９３
）
帰
国
後
の
不
動
産
投
資
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
ス
ペ
イ
ン
に
お
け

る
伝
統
的
社
会
の
変
容
と
人
の
移
動
」
を
参
照
。

（
９４
）
彼
は
拿
捕
に
よ
っ
て
発
生
し
た
船
体
、
乗
船
員
、
装
備
、
積
み

荷
の
損
害
賠
償
を
イ
ギ
リ
ス
政
府
へ
請
求
し
た
。C

orrespondence
w
ith

the
B
ritish

C
om

m
issioners,

pp.96

�101,124

�125.

（
９５
）

C
usachs,op.cit.,p.123.

（
９６
）

A
rxiu

M
unicipalde

M
ataró,A

cords,26
IV

1837,f.68.

（
９７
）

Protesto
de

cam
biable

contra
Juan

Illas
de

E
rasm

o
de

G
onim

a,
Servidor

D
ocum

ental
de

Julio-C
arlos

G
arcía

C
as-

trillón,no.423

（http://m
onacodebacardi.com
）

（
９８
）
バ
デ
ィ
ア
は
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
商
人
マ
リ
ア
ー
ノ
・
フ
ラ
ケ
ー
ル

の
い
と
こ
で
あ
る
。
フ
ラ
ケ
ー
ル
は
持
ち
船
を
ア
フ
リ
カ
に
派
遣

し
た
こ
と
も
あ
り
、
タ
コ
ン
更
迭
後
の
キ
ュ
ー
バ
統
治
に
不
満
を

表
明
す
る
文
書
に
も
署
名
し
て
い
る
。Fons

de
la

Junta
de

C
om

erç
de

B
arcelona

（FJC
B

）,Lligal
LIX

bis,
caixa

84,
núm

.44,1838.

バ
デ
ィ
ア
は
一
八
四
四
年
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
で
最

初
の
民
間
金
融
機
関
「
バ
ル
セ
ロ
ナ
銀
行
」
が
設
立
さ
れ
た
時
、

金
融
に
関
す
る
知
識
を
買
わ
れ
て
初
代
経
営
責
任
者
に
抜
擢
さ
れ

た
。
彼
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。Juan

Francisco
G
onzález

i
G
arcía,M

em
oria

C
atalana

de
M
atanzas,

M
atanzas,E

dicio-

nes
V
igía,1998,pp.27

�32.

（
９９
）
彼
は
こ
の
点
に
つ
い
て
「
僕
は
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
商
業
評
議
会
の

た
め
に
、
こ
の
件
に
つ
い
て
報
告
書
を
作
成
し
た
。
そ
こ
で
僕
は

問
題
解
決
の
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
奴
隷
貿
易
の
廃
止
を
提

案
し
た
。（
…
）
私
は
ア
フ
リ
カ
と
の
貿
易
を
『
ピ
ラ
テ
リ
ア
』
で

あ
る
と
宣
言
す
べ
き
だ
と
思
う
。
そ
れ
が
こ
ち
ら
の
立
場
で
、
今

の
と
こ
ろ
唯
一
可
能
な
選
択
肢
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
だ
。
こ

れ
以
外
の
い
か
な
る
措
置
も
、
奴
隷
解
放
問
題
に
お
い
て
は
軽
率

で
危
険
を
伴
う
の
だ
か
ら
」
と
キ
ュ
ー
バ
の
改
革
派
タ
ン
コ
に
書

き
送
っ
て
い
る
。C

arta
de

Jaim
e

B
adía

a
Félix

M
anuel

T
anco

（T
orredenbarra,

23
Septiem

bre
de

1841

）,C
entón

epistolario
de

D
om

ingo
del

M
onte,

vol.4,p.53.

（
１００
）

R
epresentaciones

de
la

Junta
de

C
om

ercio
de

C
ataluña,

é
inform

es
que

acom
pañó,

relativam
ente

al
proyecto,

que
ha

propuesto
el

G
obierno

Inglés,
de

em
ancipación

de
esclavos

de
las

colonias
españolas,

B
arcelona

,
Im

prenta
de

los
H
erederos

de
R
oca,1841.

（
１０１
）
『
デ
ィ
ア
リ
オ
・
デ
・
バ
ル
セ
ロ
ナ
』
紙
に
は
三
回
（28,29,

30
de

diciem
bre

de
1841,núm

.362

�4

）,『
エ
ル
・
コ
ン
ス
テ

ィ
ト
ゥ
シ
オ
ナ
ル
』
紙
に
は
二
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
た（29,30

de
diciem

bre
de

1841,núm
.1023

�4

）。

（
１０２
）

FJC
B
,
Llibres

d’acords,
any

1841

（JC
56

）,2
de

m
ayo

de
1842.

（
１０３
）
文
書
の
作
成
者
ロ
レ
ン
ソ
・
カ
ル
ボ
・
マ
テ
オ
は
、
長
期
間
カ

リ
ブ
植
民
地
に
滞
在
経
験
の
あ
る
商
人
で
あ
っ
た
。

（
１０４
）

Inform
e
de

D
.
Lorenzo

C
alvo

M
ateo,

vocal
de

la
Junta

一
九
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
支
配
と
商
業
移
住
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

一
二
三
（
六
五
五
）



de
C
om

ercio
de

M
adrid,

sobre
em

ancipación
de

los
negros

esclavos
en

las
islas

de
C
uba

y
Puerto

R
ico,

presentado
a
S.

A
.
el

regente
del

R
eino

por
encargo

de
dicha

Junta,
A
rchivo

N
acional,H

A
/24267,p.1.

（
１０５
）

FJC
B
,
Llibre

d’acords,
any

1841

（JC
56

）,19
de

m
ayo

de
1842.

（
１０６
）

Ibid.,
20

de
junio

de
1842.

（
１０７
）

La
V
anguardia,

29
de

octubre
de

1948,p.3.

（
１０８
）
政
府
は
鉄
道
敷
設
百
周
年
を
記
念
し
て
切
手
を
三
種
類
発
行
し

た
が
、
ビ
ア
ダ
及
び
バ
ル
セ
ロ
ナ
・
マ
タ
ロ
ー
間
の
鉄
道
は
こ
れ

ら
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
。
記
念
の
メ
ダ
ル
で
も
、
ビ
ア
ダ
の
顔
は

サ
ラ
マ
ン
カ
伯
爵
（
マ
ド
リ
ー
ド
・
ア
ラ
ン
フ
ェ
ス
間
の
鉄
道
建

設
者
）
の
後
ろ
に
半
ば
隠
さ
れ
て
配
置
さ
れ
た
。Josep

R
ovira

i
Puig

,
C
atàleg

general
de

la
m
ediallística

del
carril

de
M
ataró

1833

�2003,
M
ataró,2004,p.14.

（
１０９
）
バ
ル
セ
ロ
ナ
で
発
行
の
『
ラ
・
バ
ン
グ
ア
ル
デ
ィ
ア
』
紙
は
、

一
九
四
八
年
の
百
周
年
記
念
行
事
に
つ
い
て
多
く
の
紙
面
を
費
や

し
た
が
、
五
〇
年
後
に
は
勧
業
省
の
記
念
広
告
を
掲
載
し
た
だ
け

で
、
ビ
ア
ダ
の
功
績
に
は
触
れ
な
か
っ
た
。La

V
anguardia,

28
de

octubre
de

1998,p.71.

史

学

第
八
一
巻

第
四
号

一
二
四
（
六
五
六
）


